
－ 1－

平成23年６月10日（金曜日）

○出席議員（14名）

　　１番　　山　本　孝　司　　議員　　　　　８番　　古　玉　栄　治　　議員

　　２番　　笹　川　広　美　　議員　　　　　９番　　上　見　健　一　　議員

　　３番　　南　　　昭　榮　　議員　　　　　10番　　若　狭　明　彦　　議員

　　４番　　諏　訪　良　一　　議員　　　　　11番　　岩　井　礼　二　　議員

　　５番　　宮　下　為　幸　　議員　　　　　12番　　坂　井　幸　雄　　議員

　　６番　　亀　野　冨二夫　　議員　　　　　13番　　田　中　治　夫　　議員

　　７番　　甲　部　昭　夫　　議員　　　　　14番　　作　間　七　郎　　議員

○説明のため出席した者

　　町　　　　長 杉　本　栄　蔵 税  務  課  長 吉　田　外喜夫

　　副　 町　 長 小　山　茂　則 参事兼農林課長 大　村　義　一

　　教　 育　 長 池　島　憲　雄 上下水道課長 大　森　一　義

　　参事兼総務課長 永　源　　　勝 保健環境課長 西　浦　　　順

　　土木建設課長 高　橋　孝　雄 会  計  課  長 八　尾　外喜夫

　　参事兼住民福祉課長 谷　　　敏　則 教育文化課長 堀　内　浩　一

　　企  画  課  長 広　瀬　康　雄 生涯学習課長 平　岡　　　保

　　情報推進課長 澤　　　伸　一 

　　 



－ 2－

○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　橋　本　教　示　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〃   　　　島　元　奈緒美

○議事日程 ( 第１号 )

　　平成 23年６月 10日　　午前 10時開会

　日程第１　会議録署名議員の指名

　日程第２　会期の決定

　日程第３　議案の一括上程

　　　　　　　・報告第２号～報告第17号

　　　　　　　・議案第30号～議案第35号

　　　　　　　・請願第４号、請願第５号、（平成23年３月、継続審査）請願第３号

　　　　　　提案理由説明

　日程第４　議案質疑

　日程第５　常任委員会付託

　日程第６　休会決定の件



－ 3－

午前 10時 00分　開会

　◎開会・開議
○議長（坂井幸雄議員）　おはようございま

す。

　ただ今の出席人数は 14 名です。定足数に

達しておりますので、ただ今から、平成 23

年第３回中能登町議会定例会を開会いたしま

す。

　議員並びに執行の方々、クールビズという

ことでございますので、議場が蒸し暑い場合

には、上着をとっていただいても結構です。

　諸般の報告をいたします。

　本年３月定例会において可決されました

「公共交通機関のバリアフリー化の更なる推

進を求める意見書」、「脳脊髄液減少症の診

断・治療の確立を求める意見書」以上２件は、

内閣総理大臣はじめ関係方面に提出をいたし

ておりますので、ご了承お願いいたします。

　加えて、地方自治法第 121 条の規定によ

る、本会議に出席する者を、別紙の説明員職

氏名一覧表として、お手元に配付いたしてお

りますので、ご了承お願いします。

　これより、本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。

　◎会議録署名議員の指名
○議長（坂井幸雄議員）　日程第１　会議録

署名議員の指名を行います。

　本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118 条の規定により、14 番　作間七郎議員、

１番　山本孝司議員を指名いたします。

　◎会期の決定
○議長（坂井幸雄議員）　日程第２　会期の

決定を議題といたします。

　お諮りいたします。

　本定例会の会期は、本日から６月 21 日ま

での 12日間としたいと思います。

　これに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、会期は本日から６月 21 日までの

12日間とすることに決定しました。

　◎議案の一括上程
○議長（坂井幸雄議員）　日程第３　議案の

一括上程

　報告第２号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町原子力発電施設等立地地

域の指定による町税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例について）

　報告第３号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険条例の一部

を改正する条例について）

　報告第４号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について）

　報告第５号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町税条例の一部を改正する

条例について）

　報告第６号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町一般会計補

正予算）

　報告第７号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町老人保健特

別会計補正予算）

　報告第８号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町後期高齢者

医療特別会計補正予算）

　報告第９号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町介護保険特

別会計補正予算）

　報告第 10 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算）

　報告第 11 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町下水道事
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業特別会計補正予算）

　報告第 12 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算）

　報告第 13 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算）

　報告第 14 号　平成 22 年度中能登町一般

会計繰越明許費繰越計算書について

　報告第 15 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て

　報告第 16 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について

　報告第 17 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算繰越計算書について

　議案第 30 号　中能登町保健センター条例

の一部を改正する条例について

　議案第 31 号　中能登町定住促進条例の一

部を改正する条例について

　議案第 32 号　平成 23 年度中能登町一般

会計補正予算

　議案第 33 号　平成 23 年度中能登町介護

保険特別会計補正予算

　議案第 34 号　平成 23 年度中能登町下水

道事業特別会計補正予算

　議案第 35 号　平成 23 年度中能登町水道

事業会計補正予算

　請願第４号　公立学校施設における防災機

能の整備の促進を求める意見書提出の請願書

　請願第５号　国の教育予算を拡充すること

について

　請願第３号　これは継続調査であります、

コメの戸別所得補償制度の見直しを求める意

見書提出の請願

　以上、報告 16件、議案６件、請願２件、（継

続審査）請願１件を、一括議題といたします。

　町長から議案についての、提案理由の説明

を求めます。

　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　皆さん、おはようございま

す。

　提案理由の説明を行います。

　本日ここに、平成 23 年第３回中能登町議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には公私ともに何かとご多用の中、ご出席

をいただきまして誠にありがとうございます。

　さて、３月 11 日に発生した東日本大震災

は、３カ月を経過しようとしていますが、被

害地域が広域であることや福島第１原発事故

の影響により、復興に向けた収束の目途が

たっておりません。

　いまだに多くの方々が避難所生活を余儀な

くされており、仮設住宅等への移住もできな

い現状の中、政局が混迷を深める等、予断を

許さない状況にありますが、一刻も早い復旧

復興が求められております。

　中能登町におきましては、救援物資として

町に備蓄をしていた飲料水や非常食及び皆様

からお寄せいただきました各種物資等を宮城

県及び福島県に搬送したほか、義援金箱を役

場庁舎を含め、町内６箇所に設置し、６月９

日現在 1,850 万円あまりの金額が寄せられ

ており、すでに 1,800 万円を日本赤十字社

に送金をしております。

　また、人的支援として、今日まで合計７名

の職員を健康相談や心のケア、又は各種申請

手続き事業等のため被災地へ派遣をしました。

　日本の真価が問われている中、英知と技術

を集め、この事態を国難と捉えて一致団結を

して乗り越えなければなりません。中能登町

としても、今後も可能な限り、各種の支援等

を行っていきたいと考えております。

　本議会定例会には、中能登町税条例の一部

を改正する条例等、条例の一部改正４件及び

平成 22 年度各会計補正予算の専決処分の承

認を求めるもの並びに中能登町保健センター

条例の一部を改正する条例等のほか、平成
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23 年度各会計補正予算についてご審議をお

願いするにあたり、概要についてご説明を申

し上げます。

　まず、報告第２号　中能登町原子力発電施

設等立地地域の指定による町税の課税の特例

に関する条例の一部を改正する条例について

専決処分の承認を求めるものであります。

　この条例は、原子力発電施設等立地地域の

振興に関する特別措置法第 10 条の地方税の

不均一課税の期限が延長されたため所要の改

正を行ったものであります。

　次に、報告第３号　中能登町国民健康保険

条例の一部を改正する条例について専決処分

の承認を求めるものであります。

　この条例は、出産育児一時金について、平

成 21 年 10 月から平成 23 年３月までの間、

暫定的に 35 万円から 39 万円に引き上げて

支給をしていましたが、平成 23 年４月から

健康保険法施行令の一部改正に伴い、暫定的

な支給額を恒久化したものです。

　次に、報告第４号　中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について専決処

分の承認を求めるものであります。

　この条例は、地方税法等の一部改正の施行

に伴い、国民健康保険税の課税限度額を医療

分の基礎課税額においては 50 万円から 51

万円に、後期高齢者支援金分を 13 万円から

14 万円に、介護納付金分を 10 万円から 12

万円に引き上げるため、所要の改正を行った

ものであります。

　次に、報告第５号　中能登町税条例の一部

を改正する条例について専決処分の承認を求

めるものであります。

　この条例は、平成 23 年度税制改正により、

地方税法等の一部改正に伴い、東日本大震災

に係る雑損控除及び住宅借入金等特別控除の

特別措置を設けることに関する所要の改正を

行ったものであります。

　次に、報告第６号から報告第 13 号までは、

平成 22 年度補正予算であり、いずれも事業

費の確定に伴い、３月 31 日付けをもって専

決処分を行ったものであります。

　まず、報告第６号　平成 22 年度中能登町

一般会計補正予算につきましては、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億 4,106

万 4,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 106 億 794 万 7,000 円

とするものであります。

　また、第２表の繰越明許費につきましては、

主に国の地域活性化対策に関連する事業につ

いて、年度内の予算支出が見込めないため翌

年度へ繰越するものであります。

　次に、第３表の地方債補正につきましては、

事業費の確定により、それぞれ必要額を計上

したものであります。

　補正予算の主なものは、歳入では、地方交

付税及び各種交付金を増額したものでありま

す。

　歳出では、歳入が歳出を上回ったため、財

政調整基金への積立金を増額したものであり

ます。

　次に、報告第７号　平成 22 年度中能登町

老人保健特別会計補正予算につきましては、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

97 万 1,000 円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 39 万 7,000 円とした

もので、医療給付費等の実績に基づき精算措

置を行ったものであります。

　次に、報告第８号　平成 22 年度中能登町

後期高齢者医療特別会計補正予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ 387 万 7,000 円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億３万 2,000

円としたものであります。

　補正予算の主なものは、後期高齢者医療広

域連合納付金の減額等で、実績に基づき精算

措置を行ったものであります。

　次に、報告第９号　平成 22 年度中能登町

介護保険特別会計補正予算につきましては、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
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2,075 万 5,000 円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 17 億 7,066 万円

としたものであります。

　補正予算の主なものは、事業費の確定に伴

う介護サービス等の減額であります。

　次に、報告第 10 号　平成 22 年度中能登

町国民健康保険特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ 5,013 万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 20 億 3,084 万

6,000 円としたもので、医療費等の実績に基

づき精算措置を行ったものであります。

　次に、報告第 11 号　平成 22 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ 4,127 万 8,000 円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 13 億 4,701 万

4,000 円としたもので、公共下水道施設管理

費及び農業集落排水施設管理費の精算による

減額であります。

　次に、報告第 12 号　平成 22 年度中能登

町分譲宅地造成事業特別会計補正予算につき

ましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ 616 万 4,000 円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,106 万

5,000 円としたもので、西馬場地区の分譲宅

地販売等の精算による増額であります。

　次に、報告第 13 号　平成 22 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算につ

きましては、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ 411 万 1,000 円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,312

万 5,000 円としたもので、年度末の精算に

よる管理費及び施設整備事業費の減額であり

ます。

　以上の報告第２号から報告第５号までの条

例改正及び報告第６号から報告第 13 号まで

の平成 22 年度各会計補正予算に係る案件に

つきましては、地方自治法第 179 条第３項

等の規定により議会に報告し専決処分の承認

を求めるものであります。

　次に、報告第 14 号　中能登町一般会計繰

越明許費繰越計算書、報告第 15 号　中能登

町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、

報告第 16 号　中能登町ケーブルテレビ事業

特別会計繰越明許費繰越計算書、報告第 17

号　中能登町水道事業会計予算繰越計算書に

つきましては、平成 22 年度から平成 23 年

度に予算を繰越するため、地方自治法施行

令第 146 条第２項及び地方公営企業法第 26

条第３項の規定により議会に報告するもので

あります。

　次に、議案第30号　中能登町保健センター

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

　この条例は、保健センター「すくすく」の

使用料に関する規定がないため、新たに規定

を設けるものであります。

　次に、議案第 31 号　中能登町定住促進条

例の一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、平成 23 年第２回議会定例会

で全部改正したものを更に見直し充足するも

のであります。

　次に、議案第 32 号　平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算につきましては、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億 9,896

万 7,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 131 億 4,796 万 7,000

円とするものであります。

　また、第２表債務負担行為では、石動山旧

観坊災害復旧事業に係る債務負担限度額を

4,957 万円とし、第３表の地方債補正につき

ましては、社会資本整備総合交付金事業及び

道整備交付金事業の予算配分額決定により、

必要額を計上したものであります。

　補正予算の主なものとして、歳入では、土

木費分担金で地区要望事業費分担金 300 万

円、土木費国庫補助金で社会資本整備総合交

付金 1,760 万 7,000 円、道整備交付金１億

5,000 万円、財政調整基金繰入金 2,521 万
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9,000 円、雑入で教育文化課雑入 3,450 万

3,000 円、土木債で１億 6,800 万円を追加

するものであります。

　続いて歳出では、各款にわたり４月の人事

異動に伴う給与費等の組替えを行っておりま

すので、以下給与費等の説明は省略をさせて

いただきます。

　総務費では、町祭の内容決定により、報償

費と委託料の予算組替え、農林水産業費では、

環境保全型農業支援対策事業の一本化に伴い、

農業振興費と農地費の予算組替えをするもの

であります。土木費では、国庫補助事業の内

定により、道路新設改良費を増額するもので

あります。社会教育総務費では、天沼塾開催

補助等により、文化財保護費では、今年度の

大宮坊等の雪害により、いずれも予算を増額

するものであります。

　次に、議案第 33 号　平成 23 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ 1,433 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 18 億 6,916 万

1,000 円とするものであります。

　補正予算の主なものは、平成 22 年度実績

確定による国県等返還金の増額によるもので

あります。

　次に、議案第 34 号　平成 23 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算につきまし

ては、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ

509 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 15 億 3,741 万 5,000 円

とするもので、人事異動に伴う給与費の組替

えにより減額するものであります。

　最後に、議案第 35 号　平成 23 年度中能

登町水道事業会計補正予算につきましては、

人事異動に伴う給与費の組替えにより収益的

収入及び支出を 240 万 4,000 円、資本的収

入及び支出を 53 万 5,000 円、それぞれ減額

するものであります。

　以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては、慎重なるご審議を

いただき、適切なる議決を賜りますようお願

いを申し上げまして、提案理由の説明を終わ

ります。有り難うございました。

○議長（坂井幸雄議員）　町長の提案理由の

説明が終わりました。

　ここで、議案質疑、準備のために、10 時

35分まで休憩をします。

午前 10時 28分　休憩

午前 10時 35分　再開

　◎議案質疑
○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　質疑の体制について説明させていただきま

す。

　議員各位には、本定例会より質疑体制が変

わりますので、質疑及び答弁が終了するまで

質疑席において質疑を行ってください。

　日程第４　議案の質疑

　これより、報告第２号から報告第 17 号及

び議案第 30 号から議案第 35 号までについ

て、一括して議案の質疑を行います。

　それでは、これより質疑を行います。

　提出議案（その１）

　報告第２号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町原子力発電施設等立地地

域の指定による町税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例について）質疑を行

います。

　議案書は、３ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第３号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険条例の一部
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を改正する条例について）質疑を行います。

　議案書、７ページとなります。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第４号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険税の条例の

一部を改正する条例について）質疑を行いま

す。

　議案書は、11ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第５号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町税条例の一部を改正する

条例について）質疑を行います。

　議案書は、15 ページから 16 ページとな

ります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第６号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町一般会計補

正予算）の質疑を行います。

　最初に、歳入について、質疑を行います。

　議案書 33 ページから 44 ページとなりま

す。

　質疑の方は、ございませんか。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕　

○５番（宮下為幸議員）　それでは、42ペー

ジの諸収入、雑入です。その他雑入というこ

とで、能登部下区の防火用水 130 万円となっ

ておりますが、これはどういう形で雑入に

なったのか。防火用水というのは全然そんな

聞いてないもんですから、どういう形になっ

とるのか、場所はどこなのか教えていただき

たいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

　　〔永源　勝参事兼総務課長登壇〕　

○永源　勝参事兼総務課長　総務課雑入のそ

の他雑入でございますが、130 万円の増額

をお願いしているものでございます。その

うち、下区の防火水槽の地元負担金 113 万

4,000 円が入っております。この場所につき

ましては、大上門の青年団の倶楽部の前の防

火水槽の分でございます。これにつきまして

は、広域圏で工事を行っておりますので、町

が応分の負担をしております。地元からは８、

２ということで、２割相当額の地元負担金を

もらっていますので、その分をこの雑入で受

けたものでございます。よろしくお願いいた

します。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下為幸議員

○５番（宮下為幸議員）　もう１回聞きます

が、この 111 万 4,000 円、これは地元負担

ですか。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　防火設備の地元

からの要望事業で、更新したものについては

地元が２割負担であります。これは能登部下

区から２割相当額の地元負担分としてここに

受け入れしたものでございます。

○５番（宮下為幸議員）　はい、分かりまし

た。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　13番　田中治夫議員

　　〔13番（田中治夫議員）登壇〕　

○13番（田中治夫議員）　35ページ、地方交

付税７億 3,800 万円。大変大きな数字が補

正に上がっておるわけであります。田舎のこ

ういう地方自治体としては、大変数字が、い
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ろいろ要因があると思うんですが、その内容

を詳しく説明をしていただきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　22 年度の当初

予算では、地方交付税は 21 年度と同額の

42 億円を計上いたしました。その後、平成

22 年度の地方財政計画で国全体で交付税総

額を１兆 1,000 億円、率で 6.8％の増という

ことで決まりました。それも受け、それから

普通交付税につきましては、基準財政需要額

から基準財政収入額を差し引いたものが普

通交付税となります。22 年度におきまして、

基準財政需要額の中の社会福祉費、保健衛生

費で需要額 9,100 万円増額となりました。

　また、包括算定経費として、4,500 万円。

雇用対策経費として 4,100 万円。公債費の

需要額として 4,300 万円、需要額が増額と

なっております。

　一方、収入額では、地方税が 7,700 万円。

譲与税が 600 万円。交付金が 2,300 万円減

となっております。

　需要額が増えて、収入額が減になった関係

でこのような大きな普通交付税が増になった

ものでございます。

　なお、21 年度と決算ベースで比較いたし

ますと、普通交付税で１億 6,936 万 8,000

円、特別交付税で 3,185 万 8,000 円の増と

なっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　田中議員

○13番（田中治夫議員）　そこで、これは国

の施策だと思うんですよ。県内自治体、大体、

およそどれくらいの補正で交付税が入ってい

るのか。なぜならば、中能登町だけが特別な

のか、あるいは極端なことをもう一つ言うと、

自主財源が少ないから地方交付税でカバーす

るわな、大まかに言うと。アバウトに言うと。

そういうことじゃ私はないと思うんですよ。

各自治体、分かっている範囲内でその割合ね。

身近にあるがいね、隣りとか加賀とか。そう

いうものがもし分かっておれば、ちょっと聞

かせてほしいなと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　今、手元にほか

の自治体の実績は持っていませんので、あと

で調べて報告をさせていただきたいと思いま

す。

　ただ、22 年度の資財計画国全体で 6.8％

の増となっておりますので、全市町が伸びて

います。ただ、うちの町の伸び率が需要額が

結構伸びていますので、ほかの自治体から見

れば交付税が伸びていると思います。ほかの

自治体の比較はあとで調べて報告をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○13番（田中治夫議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかにございませ

んか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、歳出に進みます。

　まず、第１款議会費、第２款総務費、第３

款民生費、第４款衛生費についての質疑を行

います。

　議案書、45 ページから 70 ページとなり

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　９番　上見議員

　　〔９番（上見健一議員）登壇〕　

○９番（上見健一議員）　全般にわたって水

光熱費ですか、それが非常に減額になってい

ると、推測。エコで一生懸命になっておるの

かなという推測はしているんですけれども、

その推測で正しいのかどうか。まだほかに何

か原因があるのか説明願います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長
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○永源　勝参事兼総務課長　町全体で、エコ

ネットの会議というのがありまして、役場も

行政部会としてその一部会となっております。

そういう中で、役場全体で電気代の削減、ま

た水道の削減等に取組んだ結果、このような

数字に表れてきたものであります。今後も節

減に向けて一層努力いたしますのでよろしく

お願いいたします。

○９番（上見健一議員）　ご苦労さん、終わ

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかにございませ

んか。

○議長（坂井幸雄議員）　５番　宮下為幸議

員

○５番（宮下為幸議員）　何ページまででし

たか。歳出全般。

　それでは、50 ページの積立金、財政調整

基金の積立金ですが、この内訳を詳細に説明

願います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　この積立金につ

きましては、今回の３月 31 日付けの専決で

歳入と歳出の差し引きの金額を 12 億 2,338

万 2,000 円計上したものでございますが、

その主な要因といたしまして、税収で 1,182

万円伸びております。

　また、地方交付税で７億 3,854 万 9,000

円伸びております。譲与税交付金で 5,880

万円、それから歳出の減で４億 1,421 万

3,000 円ありましたので、それらをまとめま

して 12 億 2,338 万 2,000 円の積立金を行

わさせていただきたいものでございます。よ

ろしくお願いいたします。

○５番（宮下為幸議員）　はい、分かりまし

た。

　続けてもいいわけですね。56 ページの報

奨金のウエルカム定住奨励金、減額で 210

万円になっておりますが、これの詳細な説明

をお願いしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

　　〔谷　敏則参事兼住民福祉課長登壇〕　

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　ただ今のご

質問ですが、ウエルカム定住奨励金 335 万

円が当初の予算として上げてあったもので

す。実質出た、支出された金額ですが、新築

分、これは 10 万円の補助額となっておりま

す。この中で、七尾８件、羽咋２件ございま

した。10 件分であります。それから中古に

関しましては、５万円が補助の金額となっ

ております。内訳としましては、七尾市３

件、それから羽咋市で１件、県外になります

がこれは横浜の方で１件、こういったことで

125 万円になりますが、これが 22 年度の支

出という金額になりました。

　そこで、当初の金額から 210 万円が残り

ましたので、今回減額補正をさせていただ

いたものです。ちなみに、これは平成 17 年

の３月合併時から、ウエルカム定住条例と

いうことで行っております。17 年、18 年以

降、件数的には上がっております。参考に申

し上げますが、17 年は新築、建売物件です。

こういった該当者で 19 件ございました。そ

れから 18 年は新築建売物件で同じく 19 件

ございました。19 年度は新築建売物件で 22

件ございました。20 年からは中古物件も対

象とすることになりましたので、ここで発生

をしております。まず、新築建売物件で 21

件ございました。中古は３件ございました。

21 年度は新築建売物件で 22 件、それから

中古物件で４件がございました。それで今、

22 年が新築建売物件で 10 件、中古物件で

５件と、合わせて新築建売物件は 113 件の

実績であります。それから中古物件について

は 12 件の実績をもちました。このようなウ

エルカム定住促進の関係では、その設置目的

についてはかなうような実績を含んできたか

なと思っております。ただ、22年については、

当初の金額からちょっと金額 210 万円減額
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ということになりましたけれども、こういっ

た件についてはいろいろ申請があったものに

ついて出ておるものであります。ちなみにま

た、23 年４月からは定住条例というものを

改正をさせていただくことになりました。ま

た広く、またそういう申請を受けたいと、そ

して定住ということについてはより促進をさ

せていただきたいなと思っております。

○５番（宮下為幸議員）　はい、終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　その他、ございま

せんか。

　ないようであります。

　次に、第５款労働費、第６款農林水産業費、

第７款商工費、第８款土木費について、質疑

を行います。

　議案書は、70 ページから 79 ページとな

ります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、第９款消防費、第 10 款教育費、第

11款災害復旧費、第 12款公債費について、

質疑を行います。

　議案書は、80 ページから 94 ページとな

ります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、報告第７号　専決処分の承認を求め

ることについて（平成 22 年度中能登町老人

保健特別会計補正予算について）質疑を行い

ます。

　議案書は、103 ページから 105 ページと

なります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、報告第８号　専決処分の承認を求め

ることについて（平成 22 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計補正予算について）質疑

を行います。

　議案書は、115 ページから 116 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第９号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町介護保険特

別会計補正予算について）質疑を行います。

　議案書、125 ページから 131 ページとな

ります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 10 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算について）質疑を行い

ます。

　議案書は、143 ページから 153 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　５番　宮下為幸議員

○５番（宮下為幸議員）　この 152 ページ

の人間ドックの検査ですが、減額で 135 万

4,000 円、それと元に戻りまして 68 ページ

にがん検診で減額になっております。これは

どうして、する人がいなかったせいでしょう

けれど、どういう形で減ったのか教えていた

だきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　西浦保健環境課長

　　〔西浦　順保健環境課長登壇〕

○西浦　順保健環境課長　今ほどの人間ドッ

クの件でございますが、当初６月から 12 月
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までの間において申し込みをしていただくよ

うに 22 年度はしてまいりました。そこにお

いて申込者の数字がなかったための減額でご

ざいまして、今後は２月 28 日までで、３月

までの年度内でできるようにしたいと今後は

考えておるものでございます。申込者の減に

よってこういうことになったものでございま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下為幸議員

○５番（宮下為幸議員）　この人間ドックは

申し込みがなかったということで、先のが

ん検診も含めて 250 万円ほどの予算削減に

なっとるわけですね。前にも１回言いました

が、これもがん検診、人間ドックを含めてＰ

ＥＴですね、ＰＥＴというのはこの前調べて

いただいたら各市町村はどこもないというこ

とを言われましたが、是非、ＰＥＴを３時間

ぐらいすれば、３時間ぐらい病院に行って寝

とるだけで、造影剤を入れてできるというよ

うなことを聞きますので、この、せっかく

250 万円も余るのでしたらＰＥＴの方に補

助を２万円でもできないか。１番安いもので

９万 8,000 円と聞いておりますので、そう

いうところに回せられないかお聞きしたいと

思います。

○議長（坂井幸雄議員）　西浦保健環境課長

○西浦　順保健環境課長　先ほどはちょっと

舌足らずの回答でしたので、今、当初予算と

してこの人間ドックについては日帰り 20 人、

がん 25 人、がんと脳検査を合わせて 25 人、

70 名を当初人間ドックをみていたもので、

実際には 48 名であったと。そこにおいて今

後、２月まで延びることによって、今後検討

させていただきたいと思っておるものでござ

います。他町の市町村においてはまだＰＥＴ

までちょっと普及、以前していた経過があっ

て、そして取りやめたという市町村もありま

すので、今後の検討課題にさせていただきた

いと思っております。

○５番（宮下為幸議員）　はい、終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 11 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算について）質疑を行いま

す。

　議案書は、165 ページから 171 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 12 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算について）質疑を

行います。

　議案書は、181 ページから 182 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 13 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算について）質疑

を行います。

　議案書は、193 ページから 196 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、進みます。

　報告第 14 号　平成 22 年度中能登町一般
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会計繰越明許費繰越計算書について質疑を行

います。

　議案書は、199 ページから 200 ページと

なります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 15 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

ての質疑を行います。

　議案書は、203 ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、進みます。

　報告第 16 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について質疑を行います。

　議案書は、207 ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　では続いて、進みます。

　報告第 17 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算繰越計算書について質疑を行い

ます。

　議案書は、211 ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　前に進みます。

　議案第 30 号　中能登町保健センター条例

の一部を改正する条例について、質疑を行い

ます。

　議案書は、215 ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、議案第 31 号　中能登町定住促進

条例の一部を改正する条例について、質疑を

行います。

　議案書は、219 ページとなります。

　質疑の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 32 号　平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算について、質疑を行いま

す。

　歳入歳出全般について、質疑を行います。

　議案書は、233 ページから 252 ページと

なります。

　質疑の方、ございませんか。

　９番　上見議員

○９番（上見健一議員）　234 ページの教育

文化雑入 3,450 万 3,000 円とあるんですけ

れども、これは旧観坊とか大宮坊の改築の保

険料の収入だと思うんですけれども、旧観坊

だけでも 7,400 万円かかるとお聞きしたん

ですが、保険がこれだけしかで入ってこない

んですか。それとも載せないんですか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

　　〔堀内浩一教育文化課長登壇〕　

○堀内浩一教育文化課長　お答えいたします。

この 3,450 万 3,000 円の内訳といたしまし

て、旧観坊の分で 2,436 万円、それから大

宮坊の分として 1,014 万 3,000 円、合計で

3,450 万 3,000 円の 23 年度分にかかる補填

金の収入を計上いたしました。工事にあたり

ましては、債務負担により 23 年度、24 年

度の２カ年にわたって工事をさせていただく

予定としています。これは、先の全協の時に

も申し上げましたが、屋根の茅材がどうして

も 23 年度中には入らない。そういうことで
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２カ年にわたって工事をさせていただくもの

でございますが、債務負担により来年度、残

りの茅屋根の工事分については、24 年度の

予算の中で改めて補填の収入分を計上させて

いただくと。そういう形になりますのでご理

解のほどよろしくお願いいたします。債務負

担によりこういう手続きになるということで

ご理解をお願いしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　上見議員

○９番（上見健一議員）　実際に保険会社か

ら入ってくる金額は、トータルでいくらにな

るのか。その差額の扱いはどうなるのか。答

えてください。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　保険総額は、旧観

坊の保険総額といたしましては、7,393 万円

を見込んでおります。ただ、予算計上、現時

点でする分については、23 年度分を計上さ

せていただくと、こういうことです。保険は

あくまでも全部の分について 23、24 年度分

を予定しておりますが、23 年度の現在の予

算で計上させていただくのはこの分だけで、

その残りの分については 24 年度に改めて計

上させていただくと、そういうことになりま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　上見議員

○９番（上見健一議員）　その入ってきた差

額ですよね。これはどこにも載せないんです

か。どこに載るんですか。７千数百万入って

きて、あとの 4,000 万円ほどはどこに載る

んですか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　今ほど申し上げま

したように、7,393 万円の全体事業費ですが、

その財源については、２カ年にわたって入っ

てくるということなもんですから、２カ年、

23 年度と 24 年度です。23 年度分が今ほど

申し上げました 2,436 万円。工事を発注す

るについては、債務負担をおこして一括して

工事を発注、一件工事として発注する都合上、

債務負担限度額でこの 227 ページに記載し

てあります 4,957 万円を足した予算枠で発

注するということです。ご理解いただけまし

たでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　上見議員

○９番（上見健一議員）　今の課長の説明に

よると、保険が２カ年に分かれて入ってくる

と理解していいんですか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　はい、そのように

理解していただいて結構です。よろしくお願

いいたします。

○９番（上見健一議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　その他、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 33 号　平成 23 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算について、質疑

を行います。

　議案書は、259 ページから 261 ページと

なります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 34 号　平成 23 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算について、質

疑を行います。

　議案書は、269 ページから 271 ページと

なります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 35 号　平成 23 年度中能登

町水道事業会計補正予算について、質疑を行

います。

　議案書は、276 ページから 277 ページと
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なります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、質疑は終結とします。

　ここで、委員会付託表を配付しますので、

暫時休憩をします。

午前 11時 20分　休憩

午前 11時 21分　再開

　◎議案等の委員会付託
○議長（坂井幸雄議員）　再開いたします。

　日程第５　常任委員会付託

　お諮りいたします。

　ただ今、議題となっております報告第２号

から報告第 17 号までの報告事項 16 件、議

案第 30 号から議案第 35 号までの議案６件、

並びに請願第４号から請願第５号、請願第３

号は継続審査での請願であります。３件につ

きましては、会議規則第 39 条の規定により、

お手元に配付いたしましております、議案及

び請願等付託表のとおりであります。それぞ

れの所管の常任委員会に付託したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、議案および請願等付託表のとお

り、各常任委員会に付託することに決定いた

しました。

　◎休会の決定
○議長（坂井幸雄議員）　日程第６　休会の

決定の件

　休会の決定の件について議題といたしま

す。

　お諮りいたします。

　各常任委員会審査等のため、６月 11 日か

ら 15 日までの５日間、休会といたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　なしと認めます。

　よって、６月 11 日から 15 日までの５日

間を休会とすることに決定しました。

　◎散　　会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本日の日

程は終了いたしました。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでございました。

午前 11時 22分　散会
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平成23年６月16日（木曜日）

○出席議員（14名）

　　１番　　山　本　孝　司　　議員　　　　　８番　　古　玉　栄　治　　議員

　　２番　　笹　川　広　美　　議員　　　　　９番　　上　見　健　一　　議員

　　３番　　南　　　昭　榮　　議員　　　　　10番　　若　狭　明　彦　　議員

　　４番　　諏　訪　良　一　　議員　　　　　11番　　岩　井　礼　二　　議員

　　５番　　宮　下　為　幸　　議員　　　　　12番　　坂　井　幸　雄　　議員

　　６番　　亀　野　冨二夫　　議員　　　　　13番　　田　中　治　夫　　議員

　　７番　　甲　部　昭　夫　　議員　　　　　14番　　作　間　七　郎　　議員

○説明のため出席した者

　　町　　　　長 杉　本　栄　蔵 税  務  課  長 吉　田　外喜夫

　　副　 町　 長 小　山　茂　則 参事兼農林課長 大　村　義　一

　　教　 育　 長 池　島　憲　雄 上下水道課長 大　森　一　義

　　参事兼総務課長 永　源　　　勝 保健環境課長 西　浦　　　順

　　土木建設課長 高　橋　孝　雄 会  計  課  長 八　尾　外喜夫

　　参事兼住民福祉課長 谷　　　敏　則 教育文化課長 堀　内　浩　一

　　企  画  課  長 広　瀬　康　雄 生涯学習課長 平　岡　　　保

　　情報推進課長 澤　　　伸　一 教育委員会教育長 濱　田　　　繁
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○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　橋　本　教　示　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〃   　　　島　元　奈緒美

○議事日程 ( 第２号 )

　　平成 23年６月 16日　　午前 10時開議

　日程第１　一般質問
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午前 10時 00分　開議

　◎開　　議
○議長（坂井幸雄議員）　おはようございま

す。

　ただ今の出席議員数は、14 名です。定足

数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。

　ここで、先般行われました本議会の質疑の

中で、答弁漏れがありましたので、答弁を許

します。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

　　〔永源　勝参事兼総務課長登壇〕　

○永源　勝参事兼総務課長　先日の田中議員

からの質疑の中で、答弁漏れがありましたの

でお答えいたします。

　普通交付税の額で近隣の市町の額はどう

なっているかということでありましたが、議

員の皆様のお手元へ比市町別普通交付税算定

結果という表をお配りしてあると思います。

その中で、中能登町は自費覧をご覧になって

いただきたいと思います。下から３つ目の町

が中能登町であります。

　平成 22 年度普通交付税、中能登町で 43

億 1,041 万 5,000 円、その上の宝達志水町

が 29億 8,863 万 9,000 円、その上が志賀町

となっております。17 億 2,969 万 4,000 円。

羽咋市が 30 億 7,678 万 2,000 円、上から 2

つ目の七尾市でありますが、97 億 2,288 万

7,000 円と近隣の市町はそのような数値に普

通交付税がなっておりますのでよろしくお願

いをいたします。

　◎一般質問
○議長（坂井幸雄議員）　日程第１　一般質

問

　これより、一般質問を行います。

　あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の持ち時間は、１時間であ

りますので、守っていただくようお願いしま

す。

　執行部におかれましては、的確な答弁をお

願いします。

　それでは、通告順に質問を許します。

○14番（作間七郎議員）　議長、議長、ちょっ

と暫時休憩してください。マスコミを入れる

時は議会に諮らなくてはならないんじゃない

ですか。

午前 10時 02分　休憩

午前 10時 05分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　各質問時間は、各

自持ち時間は１時間でありますので、守って

いただきたいとお願いします。

　執行部におかれましては、的確な答弁をお

願いします。

　それでは、通告順に質問を許します。

　４番　諏訪良一議員

　　〔４番（諏訪良一議員）登壇〕　

○４番（諏訪良一議員）　おはようございま

す。

　原子力防災対策について、「道の駅」のネー

ミングについての２件について質問をしたい

と思います。

　最初に原子力防災対策についてでありま

す。

　科学的データによると、30 年以内に震度

６強以上の揺れに襲われる確率が北陸電力の

志賀原発においては 0.0 ～ 0.1％であると報

じられています。数字の上からは発生しない

こととも受け止められがちですが安心できな

いのが天災、いわゆる地震でもあるわけです。

　原発の安全神話が完全に崩壊した今日にお

いては、原発に絶対はあり得ないとも言われ

ています。福島第１原発における事故発生以

来、国をはじめ原発の立地県や自治体などに

おいて異口同音、原子力防災対策の再検討が

議論されつつあります。

　志賀原発から半径 20 キロ圏内にある当町
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においても必然的に原子力防災対応が新たに

求められつつあります。石川県の地域防災計

画は国の防災計画をベースに作成されており、

今後、県の原子力防災指針が示されるに基づ

いて町の地域防災計画を見直し、早期に修正

すべく必要があろうと考えます。

　志賀原発における安全・安心の確保につい

て、地域防災計画の見直し、修正について所

見を伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　おはようございます。諏訪

議員の原子力防災対策についての質問にお答

えをいたします。

　まず、志賀原発における安全・安心の確保

についてということでございますが、福島第

１原子力発電所での事故発生により「原発は

安全だ」という神話が一気に崩れ去り、これ

までの 10 キロ圏内ばかりでなく、20 キロ

ないし 30 キロ圏内も対象とした新たな安全

指針や防災マニュアル等の策定が求められて

おります。しかし、これほど大規模な広範囲

の対策となりますと、当町だけでは対応でき

る問題ではなく、国や県によるできるだけ早

い安全・安心の策定が待たれるところであり

ます。

　北陸電力では津波対策などの対策を講じて

おりますが、町といたしましても志賀原発の

安全・安心の確保のため、今後、国・県に対

し、また近隣市町と歩調を合わせた広域的な

働きかけを行っていきたいと考えております。

　次に、地域防災計画の見直しについてであ

りますが、町では平成 18 年 12 月に中能登

町地域防災計画の本計画を策定をしておりま

す。毎年、国・県の修正に合わせ、町の防災

計画も修正を行ってきております。

　平成 21 年には能登半島地震による修正、

平成 22 年には避難体制の確立などといった

修正を行ってきております。

　また、今回の東日本大震災に係る地域防災

計画の見直しについても、早急に行っていか

なければならないと考えております。国の防

災指針が決まり、国の基本計画、また県の防

災計画の見直しがあり次第、早急に町の防災

計画も見直しをし、修正に取り掛かりたいと

思っております。

　いずれにいたしましても、住民の安全・安

心のために全力で努めてまいりたいと考えて

おりますのでご理解、ご協力をお願いをいた

します。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　志賀原発から半径

20 キロ圏内では、７つの市町が含まれてく

るそうですけれども、防災対策一つにとりま

しても、これまでとは違って広域的に連携し

ながら対応を求めていっていただきたい。こ

のようにお願いし次の質問に移りたいと思い

ます。

　２つ目には、「道の駅」のネーミングにつ

いてであります。

　このほど、羽咋市以北４市４町がエリアに

なっておりますが、新潟県佐渡市が世界農業

遺産に登録されたことはすでにご承知のこと

と推察します。

　また、このことが国内第１号でもあること

から、現在町で建設予定にある「道の駅」が

ことによると国内第１号になるのではないか

との夢を抱いても不思議なことでもなさそう

です。

　駅名は地域の顔でもあると同時に施設の顔

にもなると言っても過言ではないと考えます。

「道の駅」は全国いたる所に設置されつつあ

る今日においては、ことさらに目新しい施設

との印象が薄らぎつつある今日で、このよう

な環境のもとで多くの客足を、しかも安定的

に引き寄せることは容易なことではないもの

と推察します。

　求めて、尋ねてみたくなるような駅名、走

行途中に立ち寄ってみたくなるような駅名、

賑わいの創出から農業や繊維産業など町の基
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幹産業の振興が計られるに相応しく、また利

用する人にはインパクトを与えられるような

ネーミングが肝要ではないかと考えますがい

かがお考えでしょうか。想定している駅名に

ついて、公募によるネーミングについて所見

を伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　「道の駅」のネーミングに

ついての質問にお答えをいたします。

　まず、１点目の想定している駅名でござい

ますが、先の議会でお示しした基本計画の中

で説明をいたしました。

　詳細についてご説明申し上げますと、当町

は古くより能登上布の起源を持つ織布業を中

心とし、現在も織物は当町の基幹産業であり

ます。

　また、地域特性としまして、当町は七尾、

羽咋、氷見の３市と隣接をし、海と山と里の

回廊である地域交通の要に位置しております。

　今後、能登半島全体から人と物が集まって

くる重要な場所として、その役割は益々大き

くなるものと期待をいたしております。

　こうした背景から「道の駅」の名称につい

ては、「織物」を織る「織姫」をマスコット

として、縦糸には太古からの歴史と文化の蓄

積を、横糸には能登地域での交流の拠点であ

ることを織り込んだ１枚の「織物」の雰囲気

を伝える場所でありたいと考えております。

　また、「織姫」については、毎年開催をし

ております町祭のネーミングが「織姫夏もの

がたり」であり、町内外にそのイメージが定

着しているものと考えております。

　以上のことから、現在のところ、駅名につ

いては「織姫の里／ものと人が織りなす賑わ

いの創出・なかのと道の駅」としてはどうか

と考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いをいたします。

　次に、２点目の公募によるネーミングにつ

いてでありますが、先ほど申し上げました「織

姫の里／ものと人が織りなす賑わいの創出・

なかのと道の駅」として整備計画を進めてま

いりたいと思っており、公募については考え

ておりませんので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　世界農業遺産の認

定地域の、しかも第１号の「道の駅」になる

のではなかろうかとも考えますが、このこと

から考えると、まず「道の駅」のセールスポ

イントにこのことを大きく表示する必要があ

ろうと思います。

　それからもう１つには、公募というのはや

はり利用する側から見た名前、ですから手前

味噌で喜んでおってもネーミングは果たして

どうかなと、このように考えますが、この点

いかがお考えでしょうか。お尋ねします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

　　〔広瀬康雄企画課長登壇〕　

○広瀬康雄企画課長　ネーミングについてで

あります。世界農業遺産、ジアスの登録がこ

の地域もされたということで、それはその施

設の中に紹介するとかそういうものでＰＲし

ていければいいかなというふうに思っており

ます。農産物直売所がメインになりますので、

そういうことも含めて農業のＰＲもしていき

たいというふうに思っております。

　それと公募についてでありますが、公募を

してそのネーミングを募集して、それからそ

れをコンセプトにして施設を建設するという

ことになりますと非常に時間的にもかかりま

すので、現在のところは「織姫の里」が一番

いいというふうに思っておりますので、それ

で進めて現在もきておりますし、今後もその

ように進めて建物等にもそれらのものを活か

したものにしていきたいと、現在のところは

そういうことでございます。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　今ほど農産物の直

売がメインという話ですけれども、やはり駅

名と建屋の内容、これが整合性のとれるよう
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な形にしてもらわないと「織姫の里」の看板

のもとに中身は農産物の直売ではですね、こ

れはどなたが見ても整合性のとれる内容では

なかろうと、このように思うんですが、この

点もう一度お尋ねします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　農産物がメインなんで

すが、それ以外の町のＰＲ等も情報発信の施

設も兼ね備えております。まずそこへ立ち

寄っていただくということがまず第一かなと

いうふうに思っております。それらの中で立

ち寄っていただいた時には、また再度来てい

ただけるような、そういう施設にしていけれ

ばなというふうに思いますので、ネーミング

イコール直売所というようなところもあるか

もしれませんが、当町におきましては対外的

に「織物」ということをメインにしていきた

いと、現在はそういう思いで計画を進めてお

りますので、農業関係につきましてはその中

でどれだけ取り入れられるかは、今後また検

討していきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　個人の家でも表札

は大変大切だと思います。重要だと思います。

このあたりをですね、更に検討していただい

て、よい名称で、しかも盛況になるような人

事往来がなされることを期待したいと思いま

す。よろしくお願いします。質問を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、８番　古玉

栄治議員

　　〔８番（古玉栄治議員）登壇〕　

○８番（古玉栄治議員）　それでは、通告順

に従いまして質問させていただきます。

　まず、小学校の統合計画についてというこ

とで、皆さんのところへ通告書、質疑の用紙、

３点に分かれております。

　まず最初に３番目、地域づくりと小学校に

ついて質問いたします。

　町では、若者が定住しやすいまちづくりに

取組んでいます。子供の医療費の無料化、チャ

イルドシートの補助、出産祝い金、ウエルカ

ム定住条例など多くの事業に取組み、若者に

やさしいまちづくりに力を入れております。

　町とは、いくつかの地域の集合体だと思い

ます。町を活性化させるには、より多くの地

域が活性化する必要があります。

　町では、より多くの人たちが定住できるよ

うに宅地の造成、町営住宅があります。一つ

の地域をつくり上げていくには、若い力がな

くては何もできません。若い人たちが安心し

て暮らすことのできる地域が元気のある地域、

活力のある地域ではないでしょうか。若い人

たちが安心して子育てができるには、身近な

所に保育所、小学校があることが大変重要だ

と思います。

　鹿島町時代開発した二宮あおば台には、沢

山の若者が町内外から移り住んできています。

皆さんは、「保育所が近い、学校が近いとい

うことであおば台に来た」ということをよく

耳にします。あおば台に沢山の若者が来られ

たおかげで、越路小学校の児童数が予想以上

に増えました。こういういい例、越路地区の

地域づくりというのは、町の地域づくりの手

本になると思うのですが、町長はいかがお考

えでしょうか。

　次に、鹿島地区小学校統合計画に係る説明

会について。

　５月 27 日御祖地区、５月 30 日滝尾地区、

５月 31 日越路地区に３日間にわたって鹿島

地区小学校統合計画に係る説明会が行われま

した。校下の皆さんの意見を聞いて教育委員

長、どのように思われたか答弁願います。

　３点目に、学校統合検討委員会の答申につ

いて。委員長は「鹿南合併協議会での教育特

別委員会での意見を尊重した」とよく言われ

ます。委員長として中能登町の学校というも

のを考えた場合、鳥屋小学校、鹿西小学校に

ついてどのように考えているのか。なぜ統合

しなくていいのか。子供たちにとって何が一
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番いいのかお答え願います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　古玉議員の地域づくりと小

学校についてのご質問にお答えをいたしま

す。

　これまでの長い歴史の中で、それぞれの地

域に小学校があり、その中で子供たちが地域

に見守られながら育ってきたことは確かなこ

とであります。しかし、今、長い将来を見通

したならば、子供たちにとっては、安全・安

心な環境で、しかも切磋琢磨して育っていく

環境が最も優先されるのではないかと思いま

す。そのような点から、これまでの歴史にと

らわれず、新たな地域社会、新たな伝統を築

きながら、子供たちの成長を見守っていただ

きたいと思います。どうかご理解をお願いい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

　　〔濱田　繁教育委員長登壇〕

○濱田　繁教育委員長　鹿島地区小学校統合

計画の説明会の状況についてお答えいたしま

す。

　３箇所で 130 名の参加がありました。そ

れぞれの小学校の児童数や校舎の建設年代、

老朽具合、耐震強度、位置状況など異なるこ

ともありまして、小学校区ごとに保護者や地

域の方々の統合に対する思いや考えに違いの

あることが分かりました。

　そこで、各校区で出されたいくつかのご意

見を例示してみます。

　御祖校区では、従来の枠組みにとらわれず、

鹿西も入れた枠組みを望む声がありました。

　具体的には、鹿西地区と距離が近いため、

鹿島地区という答申の枠組みにとらわれず、

鹿西小学校との統合など柔軟に対応してほし

い。鹿島中学校校舎を統合小学校校舎に利用

せず新築するには大変お金がかかるので、既

存施設の有効活用ができないか。また、たく

さんの方々の意見を聴いてほしい。などの意

見がありました。

　滝尾校区では、統合を進めてほしい。鹿島

中学校現校舎を利用せず新築を望む声や合併

特例債を利用した場合の将来負担を心配する

声がありました。

　具体的には、統合した場合の開校の時期は

いつごろか。鹿島中学校を改造するよりも新

築した方がよい。合併特例債を利用した場合、

今後町は将来負担に耐えられるのか。統合し

た場合の通学バスエリアはどうなるのか。鹿

島中学校校舎は古くて設備や電気系統の改修

費がかさむので、新しく建て替えた方がよい。

低学年の登下校の安全性を考えて中学校の坂

道を整備してほしい。などの意見が出されま

した。

　越路校区では、答申案に批判的な声が多く

出されました。

　例えば、鹿島地区での２校化の考えがない

のか。統合すればよい学校、よい教育ができ

るとは考えられない。町は統合ありきの考え

である。鹿島地区１校の統合は乱暴である。

学校や保育園が近いので引っ越してきた。今

の児童数は減っておらず、焦って統合を行う

必要はない。越路小学校の児童数は減ってい

ない、その辺の分析を町はきちんとして考え

てほしい。４校を１校にする１案だけか、副

案はないのか。などのご意見が出されました。

　次に、学校統合検討委員会の答申について

のお尋ねでございます。

　教育委員会といたしましては、２校化の考

えから１校化へたどりついた、旧鹿島町時代

に積み上げられてきた協議経過並びに、その

後新町へと引き継がれて、更に学校統合検討

委員会において導き出された１校化の答申を

尊重しなければならないと考えています。そ

して、そこには、今後の長期間を見通した安

全・安心な教育環境を提供し、時代に合った

学校づくりをすることが求められていると思

います。

　少子化、人口減少社会を視野に入れ、平成

27 年度からの普通交付税の算定替えに伴う
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町財政の緊縮化、歳入の減少や合併特例債が

適用されない町の財政運営を考えなければな

りません。

　今行わなければ安全・安心な環境で切磋琢

磨できる環境を保証できないことを念頭にお

いて、答申に沿って進めていかなければなら

ないと考えています。なにとぞご理解をいた

だきたいと思います。

　鹿西小学校、鳥屋小学校におきましては、

検討委員会の中でも鳥屋地区、鹿西地区は１

校にすると、それを残すというふうにみんな

で話し合いをいたしました。

　現在の学校、鳥屋地区、鹿西地区１校とい

うことでいいと私は思っております。

　また、教育委員会は合議制ですから、全て

の教育委員がそういうふうに考えておるとい

うことでございます。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど説明会であっ

たこと、あるいは答申についての答えをいた

だいたんですけれども、この答申、あるいは

鹿南合併協議会、あれからもうかなりの年数

が経っております。先ほど原子力の中でも見

直しということをよく言われます。やっぱり

地域、地域によって変化があります。その変

化の中でその時出たものではなく、今どうし

ていくか、今の現状がどうなのかということ

を考えた上で協議というのはなされたのか、

お聞きしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　教育委員会の中でも

十分検討をいたしました。また、検討委員会

の中でも、答申は中学校が統合した後を小学

校用に改修してということでございますので、

中学校の統合の見通しが立ったところでこの

事業を進めておるということでございます。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員
○８番（古玉栄治議員）　今ほど委員長、中

学校が建設してからという話です。先ほど

言ったように長いんですよ。とても長い。そ

の間に子供というのは、小学校は生まれた子

供はもう中学校へ行きます。そんな以前の話

をするのではなく、今現在の話をしてほしい

なと思います。

　それでは次に、町内の学校、鳥屋、鹿西、

御祖、滝尾、越路、どのくらい経つのか。ま

た、耐震についてはどのようになっているの

か答えてください。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

　　〔堀内浩一教育文化課長登壇〕　

○堀内浩一教育文化課長　それではお答えい

たします。町内５つの小学校につきまして、

校舎棟の完成年度、経過年数、それから耐震

の状況も含めましてお答えいたしたいと思い

ます。

　まず、越路小学校でございます。昭和 55

年３月に竣工しております。経過年数として

は 31 年経っております。旧耐震基準に基づ

く工事を行っておりますが、旧鹿島町時代に

行った耐震度の調査においてはクリアしてい

る状況でございます。

　次に、滝尾小学校でございます。昭 48 年

の３月に現在の校舎棟が完成しております。

38 年を経過しております。校舎の耐震強度

については、国が基準としているものをクリ

アしてない状況でございます。なお、体育館

については、新耐震基準で建設されておりま

すので問題はございません。

　それから御祖小学校でございますが、特別

教室棟、普通教室棟に分かれますが、特別

教室棟につきましては、昭和 50 年３月の完

成で 36 年が経過しております。これについ

ては耐震強度が非常に不足している状況から、

平成 21 年に耐震補強工事を行っております。

それから教室棟につきましては、昭和 54 年

12 月の完成でございます。32 年が経過をし

ておりまして、耐震強度は国の基準に達して

ない状況でございます。なお、体育館棟につ

きましては、滝尾小学校と同じで新耐震基準

によって建てられておりますので問題はござ
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いません。

　次、鹿西小学校でございますが、平成２年

３月の完成で 21 年の経過でございます。こ

れは新しい耐震基準に基づいて建設されたも

ので、強度的には問題ない状況となっており

ます。

　最後に、鳥屋小学校でございます。これは

昭和 50 年３月に完成で 36 年の経過となっ

ております。平成19年に耐震補強工事を行っ

ております。以上のような状況でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど耐用年数、

地震の強度、または築何年かを聞きました。

小学校統合計画の説明会の中で委員長は、越

路小学校は古いというふうに言われたこと、

ご記憶あるでしょうか。お答え願います。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　言い損じて 50 年と

言いまして、30 年に言い直しをいたしたこ

とを覚えております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　50 年を 30 年に言

い直したということは、やはり古いと思っ

ておいでるのは間違いないと思うんですよ

ね。この話、学校検討委員会、鹿南協議会、

こういう話が出ている時に 31 年、今から５

年、６年前なんですよね。25 年しか経って

いない学校が既にもう古いというふうにとら

れていたのかなと私は思うんです。そういう

学校がましてや耐震強度ありますよ。そうい

う学校を統合するために無理矢理にそういう

古いという言葉が出るのかなと思います。な

らば、鳥屋小学校、耐震補強はありますけれ

ども、現在 36 年、この学校は古くないんで

しょうか。私は、もし中能登町の小学校とい

う、私は鹿島地区とか何とか言うのではなく、

中能登町の小学校ということを考えた場合に、

36 年経つ小学校の方が古い。今後、鹿西と

どう考えるのかということもどんどん議論を

して表へ出すべきだと思います。それについ

て教えてほしい、どう思うかということと、

子供たちの推移、鳥屋小学校、鹿島地区の小

学校、鹿西小学校、先日いただいた資料です

けれども、29 年度ではどのくらいになるの

かお答えください。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　それでは、平成

29 年度見込み時点での町内５小学校の児童

数を申し上げたいと思います。

　まず越路小学校ですが、254 名。それか

ら滝尾小学校で120名。御祖小学校で67名。

それから鳥屋小学校で 278 名。鹿西小学校

で 180 名の見込みとなっております。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　ただ今、平成 29 年

度の児童数の推移をお聞かれいただいたんで

すが、今、堀内教育文化課長がお答えしたと

おりでございまして、鹿西小学校、鳥屋小学

校については越路よりもずっと人数が少なく

いくことだろうと思います。それで、旧町の

教育特別委員会の時から鹿島地区は何校にす

ればいいかというお話が随分されまして、そ

の結果４校を１校にするというお話が出てき

たわけですね。ですから、私どもとしては、

旧鹿島町の申し送り事項といいますか、その

決定を尊重をしていきたいと、こういうふう

に思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　私、実は委員長の

方からその答弁としてほしかったのは、鳥屋

小学校 36 年経ちます。鹿西小学校も 36 年

経つということ。今、子供たちが越路小学校

は 29 年に 254 名、鳥屋が 278 名、鹿西が

180 名、こういうことを考えた場合に、な

ぜ鹿島地区にそんなに１校にこだわる必要が

あるのかなと。やっぱり中能登町という、先

ほど私言いますけれども、大きな町というも

のを考えた場合に、果たしてどうすればいい

のかをもっともっと、旧鹿島のと言われます

けれども、旧鹿島から中能登になってはやも
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う５年、６年経ちます。６年前の話じゃなく

これからの話をしましょうや。そういう思い

で、今子供たちのこと、人数、あるいは学校

の耐用年数、今現在何年経っているのか。じゃ

あ教育委員長は、今鹿島のことを言われます

けれども、私さっきから何回も言っているん

ですけれども、鳥屋、鹿西というこの地域に

対して、今現在の委員長、教育という中で、

この学校で次建てる先がないという見通しだ

と思うんですけれども、それでいいのか。い

かがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　お答えいたします。

鳥屋小学校、鹿西小学校においては、そのま

ま存続するという検討委員会の答申も出しま

して、これは全部の委員が協議した結果でご

ざいます。私もそれに賛成でございます。今、

あの学校を壊そうとか、改築しようとか、そ

ういう今気持ちはありません。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　この話どんだけし

ても進まないのかなと。ただ、私さっきから

何回も言います。これからの中能登町という

ことをじっくり考えて、しっかり議論すべき

だなと思います。今後、学校のこの統合にか

かる説明会、これで終わるのか。今後どのよ

うな形で説明会を開くのか。

　私、３月 19 日、全員協議会の席でこれか

ら学校に通うのは保育園の子供たちであると。

その保育園の子供たちの親に何の説明もない

まま、今これから卒業していく子供たちの親

を集めて、学校の統合だという話をしてもあ

んまりピンとこないんでないのかなと。これ

からの中能登町を背負う世代というのは、そ

の子供たちの親なんですよ。その親が今後そ

ういう大きな投資をしていくことに対してど

うなのか。この辺をじっくり説明会を開いて

ほしいと思うのですがいかがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　お答えいたします。

　古玉議員さんのおっしゃるとおり、中能登

町の将来を担う子供たちのためにどういう教

育をすればよいかということは、私たち教育

委員も教育関係者もみんな考えていかなけれ

ばならない大事な問題だと思っております。

もちろんそういうことも考えながら教育行政

を進めております。

　今の保育所の子供たちに対するというご意

見もありました。私たちは今、いつ、どこで

という決めてはおりませんが、先日教育委員

会の中でもそのようなお話をいたしました。

保育所の保護者の方、あるいは小学校の保護

者の方、そういう方を対象にした説明会を、

これからどういう学校を作ればいいのか、ど

ういうふうにしたらいいのかということを説

明したらいいんではないかという話もいたし

ました。これから考えてまいります。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　実は最後に町長、

町長に意見を聞きたいと思います。中能登町

では宅地造成、鳥屋地区で 54 戸、鹿西地区

で 230 戸ちかくあります。鹿島地区、二宮

あおば台だけで 100 区画。それから町営住

宅として鳥屋地区に 112 戸、鹿島地区は 30

戸、金丸地区 12 戸、この数字を言いますと、

何を言いたいかと言いますと、鹿西地区にこ

のすごく、鹿西、鳥屋地区ですね、すごく宅

地造成、あるいは若い人たちが定住できる環

境というのが偏っているように思います。鹿

島地区でも越路校下には 100 区画、あるい

はサンコーポかしまがあり、この地域にかた

まっているという今現状なんですよね。今後、

この地域をほかの地域、あるいはこの地域を

今後どのような形で若い人たちが定住しやす

いような環境づくりをされるか、していきた

いか答弁願います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今までできておる宅地造成

につきましては、旧町時代それぞれの町の考

えでできたものでございます。新町になりま
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しては今、ゆりが丘、あそこは新町になりま

してからですけれども、その他につきまして

は、鹿島地区につきましても何箇所かつくっ

てほしいというような、ほ場整備とともにそ

ういうお話もありまして計画もしておった中

で、「やっぱりいらんわ」というような、「な

かなかまとまらんわ」というようなことで、

それが流れた経緯もございます。やはり大き

な土地もいることでありますので、それぞれ

の地域の皆さんのいろんな協力もいただきな

がら、またいろんな意見も聞きながら、今の

まんべんよくと言ったらおかしいですけれど

も、それぞれの環境のもとでこれからもつ

くってまいりたい、増やしてまいりたいとそ

う思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど町長も無い

所にもできることなら増やしたい。要は地域

づくりを活発にやりたいという意見かなと思

います。地域づくりをするということは、や

はり先ほどから言っております保育園、ある

いは小学校が近いところにあるということが

すごく大事なことだと思います。若い人たち

が来てかかって、移住してきてね、がっかり

して「こんなんなら来るんじゃなかったな」

という意見が言われないようなまちづくりを

していただきたい、こう思います。これで質

問を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで暫時休憩を

いたします。11時５分まで休憩いたします。

午前 10時 59分　休憩

午前 11時 05分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

開会します。

　２番　笹川広美議員

　　〔２番（笹川広美議員）登壇〕　

○２番（笹川広美議員）　皆さん、こんにちは。

３月 11 日に発生した東日本大震災から３カ

月が過ぎました。被災された皆様に改めてお

見舞い申し上げます。

　この世界を揺るがす未曾有の大震災に国は

復興基本法案さえまだ成立させることができ

ず、菅内閣の様々な対応の鈍さに憤りを感じ

ます。今回の大震災から私たちはもう一度地

域の防災対策は大丈夫なのか、しっかりと見

直しておくことが重要です。

　そこで最初の質問として、防災対策の強

化・充実についてお尋ねいたします。

　まず、避難所の問題です。東日本大震災で

は、避難、転居者は 12 万人を超え、そのう

ち４万人以上の方が未だに不自由な避難所生

活を送っておられます。

　消防庁の調査によれば、災害時に防災拠点

となる公共施設のうち、約６割が学校施設で

す。学校施設では被災者を受け入る避難所と

してだけではなく、必要な情報の収集、発信

拠点として、救援物資の供給拠点としてなど

様々な役割を果たしております。

　しかし、学校施設では、耐震性をはじめと

した安全対策、トイレ、水道、電気などの対

策、そして避難者の健康で衛生的な室内環境

対策など、避難所として求められる防災機能

が不十分なため避難生活に不憫や不具合が生

じたことも事実です。

　近年の大地震により被災した地域や近い将

来大規模な地震の発生が危惧されている地域

では、避難所となる学校施設の防災機能の充

実や避難所運営マニュアルの作成など、積極

的な取組みを進めているところもみられます。

　日本は地震国であります。大規模地震はい

つ、どこでも起こり得ることを考えれば、避

難所となる学校施設の防災機能の向上は全国

的に取組まなければならない課題です。

　中能登町では鹿西中学校、鹿西高校が避難

施設として指定されております。

　１点目として、当町における学校施設の防

災機能の現状はどのようになっているので

しょうか。そして、防災機能の向上に対して

今後の取組みをどう考えておられるのかお尋
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ねいたします。

　２点目として、福祉避難所の指定について

お聞きいたします。福祉避難所は災害時に高

齢者や障害者など介護が必要な方が避難する

ための場所であります。厚労省では、市町村

に事前の指定を促しておりますが、県内では

９市町 59 箇所の指定にとどまり、中能登町

においても指定がありません。災害弱者が安

心して過ごせる福祉避難所は、今回の震災か

らも強く必要性が叫ばれております。是非、

早急に指定を行っていただきたいと思います。

　３点目は、被災者支援システムの導入・運

用についてお尋ねいたします。

　被災者支援システムとは、あらかじめ住民

基本台帳のデータと家屋台帳のデータを統合

しておき、そこに震災発生後に調査した家屋

の被災状況を追加することで完成する被災者

台帳を基に避難、被災状況などの個人データ

を一元的に管理し、罹災証明書の発行はもと

より各種支援制度や義援金、救援物資の管理、

仮設住宅の入退居など被災者支援の総合的な

管理が行えるものです。同システムは 95 年

の阪神淡路大震災の際、兵庫県西宮市が独自

に構築いたしました。06 年からは無料公開

され、09 年には総務省が全国の地方公共団

体にＣＤ－ＲＯＭとして無償配布しておりま

す。現在、財団法人地方自治情報センターが

普及業務を担っています。

　今回の東日本大震災では、市や町全体が津

波に襲われるなど、地方公共団体の行政機能

そのものが麻痺した地域もありました。同シ

ステムを導入しておくことにより、自治体の

被災者支援に関する必要な情報のバックアッ

プが可能になり、仮に町役場が被災した場合

でも被災者支援復旧に迅速に対応することが

できます。

　震災後に同システムを導入した宮城県山元

町では、罹災証明書の発行がスムーズに行わ

れております。町の担当者は、「一度情報登

録してしまえば一元管理より義援金の支給な

どについても再度申請の手続きはいらない。

行政にとっても住民にとっても助かる」と効

果を語っておられます。

　厳しい財政事情の中、「導入経費を確保で

きない。ＩＴ能力の高い職員が確保できず難

しい」といった声もありますが、元々西宮市

職員が災害の最中、必要に応じて立ち上げた

ものです。高いＩＴ能力がなければできない

ものではありません。また、職員がシステム

稼働の業務を担うことで導入コストはゼロ。

民間企業に委託しても費用は数十万円程度で

済みます。新たな設備の導入も特に必要なく、

既存のパソコンがあれば十分に対応できます。

　震災後、改めて同システム導入への気運が

高まり、東北３県で 30 近くの自治体、全国

でも約 140 の自治体が既に導入、あるいは

準備を進めております。

　今回の震災では、各自治体による被災者支

援のあり方が問われております。平時から被

災者支援システムを整えるなど、災害時に住

民本位の行政サービスが提供できる体制づく

りが急がれます。

　４点目は、原発問題です。今回の東京電力

福島第１原発の事故は、世界中の原発に対す

る意識を一変させました。東電と政府の姿勢

に不信と不安、そして怒りが多くの人の心に

渦巻いております。

　５月 25 日には、「志賀原発における津波

に対する安全強化対策について」と北陸電力

が中能登町議会に説明に来られました。国か

らは「安全対策の実施状況は妥当であるとの

評価を受けた」とのことでしたが、これまで

の志賀原発の度重なる事故、そして隠蔽体質

を知るにつけ、北電の安全軽視の姿勢は否め

ません。多くの住民が運転再開には反対して

おります。

　しかし、原発の運転再開は安全協定を結ぶ

県と志賀町の合意があれば行われます。中能

登町も安全協定を結ぶべきとの町民の声があ

ります。全国の原発周辺自治体でも安全協定
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を結ぶ必要があると考えるところが増えてき

ております。

　また、県の原子力防災計画も 10 キロ圏内

の志賀町と七尾市だけを対象としております。

今回の福島原発事故では、約 40 キロ離れた

地域も計画的避難区域とされました。被害想

定を 10 キロ圏内とする現行計画は、今は全

く意味のないものです。これに対し富山県で

は 50 キロ以上離れた富山市も含め５市が計

画を策定しております。

　ちなみにアメリカは、日本に住む自国民

に 80 キロ圏外へ避難を呼びかけております。

県の危機意識の低さを感じます。

　そして更に放射能汚染への不安が蔓延して

おります。住民の不安解消のためにも放射線

量の測定体制を強化する自治体の動きもあり

ます。当町では、実態にあった適切な測定が

なされているのでしょうか。そしてその結果

はきちんと住民に公表されているのでしょう

か。

　４点目として、原発問題においては安全協

定の締結、原子力防災計画の策定、そして放

射線量の適切な測定、公表について杉本町長

の見解をお尋ねいたします。

　以上、４点にわたり防災対策の強化・充実

について答弁を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　笹川議員の「防災対策の強

化・充実について」の質問にお答えをいたし

ます。

　まず、公立学校施設の防災機能の向上につ

いてでありますが、今回の東日本大震災では、

小中学校の施設が避難場所、あるいは避難所

として利用されており、町としましても防災

施設として重要視しておかなければならない

と考えております。町立の５つの小学校、３

つの中学校施設も災害時の避難施設として利

用される可能性は高く、その中でも、避難所

として利用される体育館の耐震化を図ってき

たところであり、全学校の体育館が耐震工事

を済ませております。

　また、平成 25 年４月開校予定の中能登中

学校においても、町指定避難施設とする方向

で考えており、校舎には大型の給食設備や非

常用の電源車に接続できる装置を設け、ア

リーナでは避難所の設営ができるスペースを

確保しており、一部に備蓄倉庫を設ける予定

としております。

　また、上下水道設備においても耐震構造の

配管などを設置をする予定をしており、あら

ゆる防災機能を充実させた拠点施設として考

えております。しかしながら災害の内容に

よっては避難施設として利用できなくなる可

能性もあることから、現在整備を進めている

「なかのと道の駅（仮称）」も防災拠点とし

て位置付けをしております。

　そのほか、地区の集会施設や周辺の公共施

設なども一時避難所とするなど、機能分担配

置も考えながら学校施設の防災機能の充実に

努めてまいりたいと考えておりますのでご理

解のほどよろしくお願いをいたします。

　次に、福祉避難所の指定についてでありま

すが、現在のところ中能登町では福祉避難所

として指定している施設はございません。福

祉避難所とは、災害時に介護が必要な高齢者、

または障害のある方を一時的に受け入れをし、

ケアなどをする施設を言いますが、昨年実施

をされました石川県防災総合訓練におき、福

祉避難所として開設運営訓練を老人福祉セン

ター「ゆうゆう」でさせていただいておりま

す。この施設は、年間を通じて主に高齢者の

方が出入りをしていることや、町の社会福祉

協議会が管理・運営をしていること等を含め

て考えますと、いわゆる福祉避難所に適応す

る施設であると思いますので、防災計画の見

直しの中で、近年の防災体制の強化として災

害時要援護者の避難支援などが重要視されて

いることも考慮をし、福祉避難所の指定も順

次進めてまいりたいと考えております。

　次に、被災者支援システムの導入・運用に
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ついてでありますが、このシステムは阪神淡

路大震災の時に西宮市が独自で開発されたシ

ステムであり、住民の台帳を基データとして

被災者の登録を行い、生活支援制度の申請や

罹災証明書の発行、また仮設住宅の管理など

被災者に対する支援をスムーズに行えるよう

開発されたシステムであります。県内の市町

では、現在のところほとんどの市町が導入を

していない状況であります。参考までにこの

システムを導入した自治体に確認をいたしま

したところ、システム利用の許可を受け、専

用端末機を設備すれば運用は可能であると聞

いておりますので、その整備にかかる費用や

実務上における有用性等を詳細に調査をさせ

ていただき、導入について前向きに検討して

いきたいと考えております。

　次に、原発問題についてでありますが、先

ほどの諏訪議員の質問にもありましたが、今

回の福島第１原発事故をうけて、その詳細を

調査・分析された後に対策等について見直し

が行われることとなりますが、現在のところ、

国の安全対策指針も示されていないことから、

町の地域防災計画の見直しに取り掛かれない

状況であります。しかし、町といたしまして

は、県や北陸電力側に対し、常に住民の安全・

安心の確保ができるよう力強く訴えていきた

いと考えておりますのでご協力をお願いをい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　笹川議員の放射線の測

定しているポイントがあるかということにつ

いて私の方からお答えさせていただきます。

　結論から言いますと、中能登町でモニタリ

ングポストは現在のところリアルタイムのも

のはございません。それは３月まで県の方で

設置していたんですが、その後県の方で撤去、

10 年経過したということで屋外、屋内のも

のを撤去するということで撤去の予定で撤去

されました。ただ、その後、東北の地震が起

きまして、屋内に設置してあった可搬式なも

のですが、それを廃棄するということをお聞

きしましたので、それを一応いただいて、鳥

屋庁舎の梅の里公園の玄関あたりに一応設置

してあるんですが、ただその経過年数が経っ

ておりますので積算線量も低く出るというよ

うなことも伺っておりますので、それは住民

には参考としてはしますが、正確な数字とい

うことで公表はいたしておりません。それで

現在、モニタリングポストで県の方で環境放

射線のデータのリアルタイム表示はされてお

りまして、ホームページ等でも見れることに

なっております。それは志賀原発を中心とし

た志賀町の中で７ポイント、それと七尾市で

２ポイント、それと比較するために能美市の

辰口に１ポイントということで、これは県の

方で測定してパソコン等で随時リアルタイム

で表示されております。ただ、中能登町にお

いては、４箇所において積算線量ですね、積

み重ねた線量のポイントは４箇所ございます。

これは１カ月単位というような積み重ねで出

てくるものですので、リアルタイムの表示は

ないということが現状でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　原子力問題の方な

んですが、今の町長の方から県、国の動向か

ら今後考えていくという話ですが、安全協定

に対して町長は中能登町、どうしていきたい

というふうに考えておられるかお聞かせ願い

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　安全協定につきましては、

同じ地域におります羽咋市や七尾市、近隣市

町と話をしながら足並みを揃えて国、県の方

へ申し入れもしたいとそう思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　北電に対しては何

よりも住民の生命を守る、暮らしを守る、こ

のことを常に最優先におき、安全対策に全力

を挙げていただきたい。そして適切で迅速な

情報公開に努めていただきたい。このことを
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また杉本町長から強く北電に要請してくださ

るようよろしくお願い申し上げます。

　次に、２つ目の質問です。

　安心・安全な地域づくりのためのエネル

ギー利用についてお尋ねいたします。

　当町では、平成 18 年度から平成 22 年度

の５年間で行政関係事務における温室効果

ガスの排出量を平成 16 年度を基準年とし

6.0％の削減を目標に掲げ、実行計画を作成

し取組んでこられました。

　そこで１点目として、その成果をお聞かせ

ください。また、今後の推進についてもお聞

かせ願います。

　２点目として、この夏の電力不足への町の

対応をお尋ねいたします。

　今、東京電力福島第１原発事故による原発

不信の広がりは全国的な電力供給不足の懸念

を引き起こしております。

　昨日、北陸電力でもいよいよ節電を要請す

る発表がありました。北電は約30万キロワッ

トの不足が考えられておりましたが、何と

か 11 万キロワットの供給余力を生みました。

しかし、わずか２％、安定供給余力といわれ

る８％～ 10％には至っておりません。北電

管内では、夏に気温が１度上がると消費電力

が 17 万キロワット上昇するといわれており

ます。一瞬でも電力需要が供給を上回われば

制御不能な大規模停電が起こってしまいます。

そして、全国の原発が来年春にも全て停止す

る可能性は否めません。しかし、電力供給の

３分の１を占める原発からの代替えは容易で

はありません。

　そこで、優先的に取組むべきことは節電や

省エネです。電力需要のピーク時の節電が鍵

となります。ある電力供給会社はピーク時の

電力抑制を促すために、この７月より電気料

金の支払いにポイントを充当するシステムを

取り入れました。厳しい時間帯を前日までに

メールで利用者に伝達、指定した時間に前日

よりも電力使用料を抑えた場合、翌月以降の

電気料金の支払いにポイントを充当。使用料

を利用者が把握できる機能が整えられており

ます。

　中能登町では今、毎年、当町作成の環境家

計簿を全戸配布し、１年間の各家庭の電力使

用料の記入を促し節電への意識を図ってきま

した。全国に誇れる先進的な取組みだと思わ

れます。

　この夏、環境家計簿が「我が家の書くだけ

ダイエット節電版」となり、書き込むことで

どんどん我が家の電力使用の数値が下がって

いき、どこの家庭においても節電が目に見え

て楽しく取組めたらと思います。

　例えば、先に述べたポイント充当制のよう

に電力使用料削減がポイントとして電気料金

に割引きになる、あるいは商品券等で支給さ

れるといったものを北電に協力を要請し、是

非やっていただきたいと思いますが、２点目

の電力不足への町の対応として杉本町長の見

解を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　安心・安全な地域づくりの

ためのエネルギーの利用ということの質問に

お答えをいたします。

　今、地球温暖化は世界規模で大きな問題で

あり、主な原因であります CO2 の排出を削

減することが、最重要課題として求められて

おります。

　このような状況を踏まえ、中能登町におき

ましても、温暖化防止対策の一層の推進を図

るため、平成 18 年３月に「中能登町地球温

暖化防止実行計画」を策定をさせていただき、

温室効果ガスの排出抑制等による地球温暖化

防止に向け、計画的に取組んでまいりました。

　計画では、平成 16 年度を基準年度として、

平成 18 年度から平成 22 年度の５年間で温

室効果ガス排出量を基準年度比マイナス６％

削減を目標としております。

　ご質問にあります成果につきましては、最

終年度であります平成 22 年度は、夏の猛暑
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により電気使用量自体が増加しました。その

増加分を年度後半に挽回するために学校や生

涯学習施設においても、毎日の電気使用料の

確認及び表示、いわゆる「見える化」を実施

をし、職員一人一人が自覚を持ち、地球温暖

化防止のために日々努力してまいりましたが、

その結果、電気使用料においては平成 21 年

度を下回ることはできませんでした。

　しかし、平成 22 年度の CO2 排出電気係数

が基準年度の 0.436 を大きく下回り 0.374

になったことが功を奏し、基準年度比マイナ

ス 10％となり、目標のマイナス６％をクリ

アをいたしました。

　また、基準年度と現在では施設数等の状況

が異なるため、基準年度と同条件で算出した

場合においてもマイナス 11.7％とクリアを

しております。

　これは、温室効果ガス発生の７割を占める

電気使用料の削減に全職員で取組んだ成果で

あります。

　温室効果ガス削減の例として、鹿島庁舎に

おける暖房の１月から３月までの取組みを

紹介いたしますが、21 年度はボイラーによ

る空調稼働時間が 457 時間でありましたが、

22 年度は 52 時間とし 405 時間の削減をし、

ストーブなどによる暖房とした結果、電気使

用料で１万 918 キロワットアワーの削減と、

灯油使用料で 4,402 リットルの削減ができ

ました。

　この削減できた電気と灯油使用料を料金と

して換算をしますと、約 60万円になります。

　鹿島庁舎を訪れる人にはご迷惑をおかけし

たかもしれませんが、こうした取組みを他の

施設でも取り入れられれば、温室効果ガスの

削減と、更には経費の削減にもつながるもの

と考えているところであります。

　これからは、東日本大震災に起因する原子

力発電事故問題から、私たちの地域において

も電力不足が発生する可能性が高まってきて

おります。

　今後の推進につきましては、これまで３庁

舎を中心に省エネに取組んだ成果を模範とし、

生涯学習施設、学校等の他の施設にも波及を

させ、温室効果ガスの更なる削減に取組んで

いきたいと考えております。

　次に、夏の電力不足の対応についてのご質

問にお答えをいたします。

　東日本大震災の津波被害による福島第１原

発事故により、東京電力、東北電力管内にお

いては、今夏 15％の節電目標が、関西電力

においても原発の再起動のめどが立たないた

めに７月から９月の間に 15％程度の節電目

標が立てられております。

　北陸電力管内では、現在のところ具体的な

数値目標は発表されておりませんが、志賀原

発１号機、２号機ともに停止中であり、場合

によっては最大電力需要を割り込み、供給不

足の可能性があるとの新聞報道もありました。

　町では、平成 18 年度から地球温暖化防止

の観点から、温室効果ガスの排出削減のため

に、庁舎や各施設におけるパソコンやプリン

ターのこまめな電源管理や昼休み及び不要な

照明の消灯など、また、クールビズ・ウォー

ムビズの実施により、空調機器の適温励行を

図ることで、電気使用料の削減に努めてまい

りました。

　この夏の電力不足の対応については、町と

いたしましては、これまでの節電対策を更に

徹底をして実施をするとともに、他に見直し

できる内容がないか検討を行います。

　また、中能登町地球温暖化防止推進協議会

とも協力・連携をしながら、広報や音声告知

端末等を通じて、町民の方々に対して節電の

協力を呼び掛ける等、不要不急な電力の使用

を極力控えるようにしたいと考えております

のでご理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　実行計画の取組み

についてですが、今回は電力使用料の削減を

中心に取組んだとのことですが、この結果何
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パーセントの節電ができたことになるんで

しょうか。町施設の削減、そして特に力を注

がれた３庁舎の削減のパーセントを教えてい

ただきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

　　〔永源　勝参事兼総務課長登壇〕　

○永源　勝参事兼総務課長　町といたしまし

て、地球温暖化防止推進協議会の中で、行政

部会という役割を担っております。そういう

ことで３庁舎にも電気の使用料の削減に努

めてまいりました。今、19 年度と比較いた

しますと、３庁舎の電気使用料であります

が、平成 19 年度が 86 万 4,450 キロワット

アワーの電気を使用しておりましたが、21

年度では 67 万 6,800 キロワットということ

で、19 年度と 21 年度を比較いたしますと

21.7％の削減をしております。電気料金で

いきますと、220 万円余りの金額になると

思います。

　また、燃料費の方でございますが、19 年

度と 22 年度を比較いたしますと、19 年度

が４万 480 リットル使っておりましたが、

21 年度が２万 1,250 リットルとなっており

ます。率で 47％余りの削減。削減経費とい

たしまして200万円程度となっております。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　電力不足の町の対

応なんですが、先ほど私もちょっと例を挙げ

させていただいて、北電さんに協力要請して

の町民が張り切って取組めるような、そんな

仕組みづくりというのは考えられないもので

しょうか。もう一度お答え願いたいと思いま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　今、笹川議員ご

指摘の点につきまして、町独自でできません

ので、また電力とも相談してそのような方向

にもなればいいなと今思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　是非よろしくお願

いしたいと思います。

　今、町の節電の取組み、５年間の実績をお

聞きしましたが、本当に立派な成果を上げら

れたと思います。私も感動いたしました。今

後は町民の利用も多い施設への取組みもとい

うことですが、職員の皆さんがまず範を示し

てくださったこの５年間の実績をもとに町民

の皆さんにも納得を得ながら真摯に協力を呼

び掛け頑張っていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

　それでは最後の質問、「中能登町男女共同

参画行動計画」の推進についてお尋ねいたし

ます。

　先日、担当課より「中能登町男女共同参画

行動計画」の冊子をいただきました。町審議

会委員の皆さんを中心にして多くの町民の

方々の協力によってでき上がったものです。

有り難うございます。この冊子の挨拶文の中

で杉本町長は、中能登町における男女共同参

画の課題を探り、中能登町の男女共同参画の

方向性を明らかにすることで、男女共同参画

社会の実現のための施策を総合的かつ計画的

に推進していくと言葉を寄せておられます。

　この行動計画のもと、確かな町の発展の足

跡を記すこの５年間の推進としていただきた

いと願っております。よろしくお願いいたし

ます。

　そこで、同行動計画の推進にあたり、２点

についてご質問、お尋ねをいたします。

　まず、既に平成 23 年度の具体的な事業、

また取組みがありましたら教えていただきた

いと思います。

　そして２点目は、推進のためのネットワー

ク組織の構築は考えておられるのでしょうか。

　七尾市などでは各地区の公民館単位で推進

員を配置し、市の 37 の各種団体が集まって

男女共同参画社会の推進のための市民ネット

ワークが作られております。事業の企画から
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運営に携わっています。その活動を通してお

一人お一人が男女共同参画社会について理解

を少しずつ深めることができてきたとお聞き

しております。

　このことは、37 の各種団体の皆さんから

更に市民全体へと男女共同参画社会の実現に

向けての着実な、そして大きな推進力となっ

ていることと思います。是非、中能登町でも

このようなネットワークを築くべきだと考え

ますが、杉本町長の前向きな答弁を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　中能登町の男女共同参画行

動計画の推進についてという質問にお答えを

いたします。

　町では、この３月に「中能登町男女共同参

画行動計画」を策定をし、５月に概要版を全

戸に配布をいたしました。この行動計画の中

で、男女共同参画を具体的に進めていくため、

新たに町の推進員を設置することとなってお

ります。現在町の推進員の人選を進めている

ところであります。

　今年度の具体的な取組みといたしましては、

町の推進員研修会の開催、女性の集いに合わ

せた講演会やアンケートの実施、従来の料理

教室に加え、新たに家族を対象とした料理教

室なども予定をしております。また、県の主

催する事業への参加の声かけも積極的に行っ

ていきたいと考えております。

　次に、男女共同参画推進のためのネット

ワーク組織の構築についてでありますが、町

内には男女共同参画推進を目的としたＮＰＯ

などは無く、女性協議会や実年会、青壮年協

議会など、町内の各種団体に協力をお願いを

しているのが現状でございます。

　現在、県の推進員や応援団８名を含めた町

の推進員の人選を進めておりますが、今後は

町の推進員の皆さんに中心となっていただき、

職場や地域でのネットワーク組織の構築を進

めていただければと考えております。町とい

たしましても、ネットワーク組織の構築に向

けて積極的に協力をしていきたいと考えてお

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　この６月 23 日か

ら６月29日は、男女共同参画推進週間となっ

ております。県では６月 25 日土曜日に、県

女性センターで恒例の男女共同参画のつどい

が開催されます。毎年、県下の各市町から自

治体のバスに乗り合わせ女性団体をはじめと

した多くの方が集われるイベントです。私も

毎回参加させていただいておりますが、中能

登町からの参加者は残念ながらほとんどお会

いしたことがありません。男女共同参画への

大きな啓発になるものです。町としてまずこ

の集いに参加の推進のバックアップをしっか

り取組んでいただきたいと思いますがいかが

でしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　今ほど笹川議員の大会

等への町のバックアップというご意見でござ

いますが、町は今、町の推進員を初めておく

ことになりました。計画も作らせていただき

ました。これから一歩一歩、そういう面に関

しては積極的な応援、取組みをしていきたい

というふうに考えております。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　中能登町の明るい

未来に向かって町民の皆さんとともに男女共

同参画社会の実現を目指し、力強いスタート

を切れるようよろしくお願いいたします。

　以上で私の一般質問を終わります。

○議長（甲部昭夫議員）　次に、11番　岩井

礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕　

○11番（岩井礼二議員）　古民家再生事業に

ついてということです。

　平成 22 年度予算繰越明許費繰越計算書に

おいて、古民家再生事業として 3,330 万円、

23 年度へ繰越をしようとしております。そ

こで、町民より心あって歴史ある古民家の寄
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附をいただいたものです。

　先般、議会でも現地の視察をいたしまし

た。小田中の毛利家より町へ寄附をされまし

た。失礼しました。訂正します。稲邑家です。

町へ寄附をされました。敷地も広く、建設は

大変立派な東屋建でございます。中へ入りま

したが大変広い日本間がいくつかありまして、

吹き抜けの天井には立派な差し物があります。

また、座敷の方には大変太い欅の差し鴨居な

ども四方に回っていたりして、今ではこうい

う材料が大変、当時はよく集めたもんだなと

感心をするような材料のつくり方でございま

した。私も本当に驚いたことです。ですが、

歴史ある古民家ですので、大変煤も溜まった

り古くなっておりますので、再利用にあたっ

てはかなりの手入れが必要かと思います。

　そこで、これまでの対応と今後の予定、ま

た利活用の目的、方法なども答弁を願いたい

と思いますけれども、その利活用の方法とし

てあまり開放しすぎてもそれには限度がある

と思いますし、また、厳格に管理しすぎても

くもの巣が増えるだけではいけないと思いま

す。前に当町の迎賓館的な利用、またラ・カー

ザ「天」、今回も議案としてのっておりまし

たが、その交流、活用の手段、以前に少し説

明があったかと思いますが、現在の方針につ

いて答弁を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　岩井議員からの古民家再生

事業についてのご質問にお答えをいたしま

す。

　昨年、小田中地区の古民家をご寄附をいた

だきました。

　議員の皆さん方にも現地を見ていただきま

した。この古民家は明治の始め頃に建築をさ

れたとみられる建築様式が残っており、特に

建物を正面から見ますと梁と白壁の間がゆっ

たりと取られており、とても形のよい屋根が

特徴であります。

　また、玄関を入ると、明治の頃の土間が残っ

ており、当時を垣間見ることができる大変貴

重なものとなっております。

　この古民家を今年度末までに改築をし、中

能登町の暮らしを知る施設として保存と活用

を図っていきたいと考えております。

　なお、６月末を目途に改築の実施設計を完

了するよう進めておりますが、計画では明治

の初めの建築様式を復元をするとともに、新

たに現在の暮らしの便利さも取り入れたもの

としていきたいと考えております。

　この小田中地区から高畠地区にかけての町

並みは、古い町屋と農家の建物が今なお混在

して建っているとともに、古墳もあり、建築

の専門家によると、石川県内でもこのような

町並みは大変貴重な地域であると言われてお

ります。

　中能登町に住む者にとっては、当たり前の

町並みかもしれませんが、中能登町にはこう

したとても貴重な町並みが各地域にあること

を再認識をし、建物の保存と改築のモデルと

なるよう整備をしていきたいと考えておりま

すのでよろしくお願いをいたします。

○議長（甲部昭夫議員）　岩井議員

○11番（岩井礼二議員）　参考として申し上

げますけれども、旧の志雄町のことなんです

が、あの町で誘致企業ということで現在の参

天製薬の誘致合戦があったようであります。

その時に当時の松井町長は、和倉旅館、料理

屋もあるけれども、自分の町で歴史ある史跡

をもつ町屋があると。岡部家、現在も大変立

派に管理されております。そこでその代表を

呼んで接待をし、誘致企業を進めたわけであ

ります。そうするとやっぱり来た人はやはり

その町の歴史的なものに触れまして、最終的

には志雄町に決めようと言うて今日に至って

おります。大変優良企業で、あの町の町民の

方も沢山勤務されて喜ばれておるのが実情で

ございます。そういったやはり歴史に触れて

いただくというものが大変、時には功を奏す

るのではなかろうかなと思います。
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　また、以前にこの御祖校下では小学生を

対象とした子供の大名行列が 10 年間続いた、

大変な賑わいがあった実績があります。また、

厳しい意見として前に地域の活性化のきめ細

かな交付金事業の説明の時にこの話が出まし

たけれども、上見議員より投資資本の将来を

心配する意見もありました。そういうことも

踏まえて、この古民家の再生を一つの大きな

起爆剤として旧宿場街道、町並みの整備保存、

今ほども町長も言われましたけれども、中能

登町全体に東屋建、格子戸の町並みが評価さ

れておるのも事実でございます。このような

大きな財産を誘客、また町のイメージアップ

の手立てとなるように努力を求めたいと思い

ますが、そのことについて再度答弁をお願い

いたします。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今、岩井議員から志雄町の

話やら、また町並みのいろんなお話も、建築

家としてそんな専門的なお話も提言もいただ

きました。私も一緒な気持ちでございます。

今の小田中から高畠地区や、また旧鹿西、ま

た鳥屋地域の１号線の町並み、いろんないい

ものが沢山ございます。ここに住んでおって

なかなか気もつかない、他から見れば本当に

いいとこやというようなお話も何人からも、

専門家からもお聞きしました。そういう中で、

今の古民家を一つ再生することによって、ま

た今迎賓館的なそういう使い方によって、そ

れらに向けての模範というか、そういう格好

での使い方をしていきたいとそう思っており

ます。

○議長（坂井幸造議員）　岩井議員

○11番（岩井礼二議員）　有意義であり、有

効であり、勇気ある事業の推進を見極めてい

きたいと思いますので、これからも頑張って

ください。以上で終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで昼食のため、

暫時休憩いたします。

　再開は、午後１時 30分とします。

午前 11時 59分　休憩

午後１時 30分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕　

○５番（宮下為幸議員）　それでは６月議会

に向けまして２つの質問をしたいと思います。

　質問事項は、中学校教科書採択の取組みに

ついて、30 人学級についてをお聞きしたい

と思います。

　今年の夏、４年に１度の中学校教科の採択

が全国の各教科書採択区において行われます。

今回の教科書採択は新しい教育基本法が制定

されてから初めての採択となります。

　新しい教育基本法では、伝統と文化を尊重

し、それらを育んできた我が国と郷土を愛す

ることが教育の目標の一つとして示されまし

た。これらの教育法規の改正に基づき、学習

指導要項の改正が行われ、教科書会社は教科

書の選定を行いました。しかしながら、今年

３月までに検定が不合格となった教科書を調

査すると、自衛隊を憲法違反とする意見を強

調したり、拉致問題を解決すべき国民的課題

とせず、主権の侵害についてきちんと深刻な

人権問題、国家主権侵害と教えない教科書、

竹島、尖閣諸島及び国家主権の侵害について

きちんと教えない教科書、二宮尊徳、勝海舟、

高杉晋作などの歴史上の重要人物を教えない

というような新しい教育基本法や学習指導要

領が求める国家及び社会の形成者としての資

質を問うとする規定に沿っていない教科書が

大半となっています。

　そこで、質問の要旨は、選定委員会、採択

審議会はあるのか。選定委員会という保護者

代表や一般人がいるのか。教科書展示会にお

けるアンケート内容が採択に適切に参考にさ

れているのか。教科用図書採択基準と平成

18 年２月に大改正された教育基本法と学習
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指導要項の趣旨が反映されなければ適正な教

科書採択につながらないと思うがどうなのか

をお聞きしたいと思います。まずは、教育長

からお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

　　〔池島憲雄教育長登壇〕　

○池島憲雄教育長　今ほど中学校の教科書採

択への取組みに関するご質問をいただきまし

た。

　今ほど言われましたように、今年度は平

成 24 年度から４年間にわたって使用されま

す教科書が採択されます。教科書というのは、

主たる教材として使用義務が課せられている

図書でありまして、生徒の学習にとって非常

に重要な役割を果たすものであることは言う

までもありません。教育委員会では、七尾鹿

島の生徒の実態を踏まえて、最も適切で最も

相応しい教科書が採択できるように責任を

持って現在取組んでいるところです。

　ご質問の１点目ですけれども、教科書採択

にあたりましては、七尾鹿島地区教科書採択

協議会というのが組織されておりまして、現

在、採択に必要な取組みが進められていると

ころです。

　２点目、この協議会には保護者代表、ある

いは一般人が入っているのかというご質問で

すけれども、もちろん保護者代表の方が入っ

ております。

　ただ、教科書の採択に際しましては、教科

書発行者の宣伝など外部からの働きかけに左

右されることのないよう、公正、かつ適正な

採択がなされなければなりません。そのため

にも、選定委員などは非公開となっておりま

すので、是非ご理解のほどよろしくお願いを

いたします。

　それから、３点目につきましては、教科書

展示会についてでありました。文部科学省の

通知によりまして、教員や教育関係者はもと

より保護者など、幅広く一般にも積極的に周

知を図ることとされております。

　中能登町では６月 17 日から６月 30 日ま

での２週間、町内の３つの中学校とラピア鹿

島の図書館で展示会を開催いたします。保護

者には文書でお知らせをするところでありま

すし、ホームページや町内放送でも周知を

図ってまいります。各会場には意見用紙を置

きまして、広くご意見を求め、選定の参考に

させていただくようになっておりまして、よ

り開かれた採択に努めているところでありま

す。

　最後、４点目です。採択基準や新学習指導

要領の趣旨が採択に反映されているのかとい

うことですけれども、採択協議会では、石川

県教育委員会の基本方針や選定資料、文部科

学省において取りまとめられました教科書編

集趣意書などを活用して十分に研究・調査を

行い、最終的には教育委員会が責任を持って

正式決定をいたします。

　これらの教科書は全て国の検定基準をクリ

アしたものでありまして、その基準の中には

当然ながら教育基本法とか新学習指導要領の

趣旨が反映された基準になっておりますので、

そういうことについてもご理解をいただきた

いというように思います。

　以上４点、お話をさせていただきました。

よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　文部科学省は、開

かれた採択ということで一般の人、保護者の

方を入れたと思うんですが、今までは教職員

の意向としてそういうことが反映されていた

のかどうか。それとですね、教科書のアンケー

トの絞り込みとかそういうのは教育委員会の

方でなされるのか。その辺をお聞きしたいと

思います。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　今ほどのお尋ねですけれ

ども、開かれた採択になるように、採択協議

会のメンバーについては以前から決して教職

員だけで構成しているというようなことはあ
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りません。幅広く協議会のメンバーに入って

いただき、また、教科書の研究委員について

もマル秘ですけれども組織をいたしまして真

剣に研究・調査をしているところであります。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　町長に一つだけお

聞きしたいと思います。

　教科書に今、日本書籍と育鵬社、サンケイ

グループの会社ですが、その中に拉致問題が

書かれております。片一方の教科書は拉致問

題にはあまり積極的じゃなくて、育鵬社とい

う会社には横田めぐみさんの写真、お父さん、

夫婦の写真、そういうのが載って、更に衆議

院の予算委員会でも問題になりました。当の

文部科学省の大臣は、これはもう育鵬社の方

がいいというような見解を出しましたが、町

長はその辺知っておいでるかどうか分かりま

せんが、この拉致問題とか自衛隊の違憲の問

題についてどういうようなことを考えておい

でるか。その教科書の中身を見ていないと思

いますが、その辺のことについてちょっと聞

きたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　宮下議員から自衛隊の違憲

をどのように考えておるかという質問であり

ます。

　私は自衛隊は合憲であると、そう思ってお

りますし、それが違憲というようなことで教

科書に載っておるということであれば、これ

は言語道断であろうとそう思います。

　実際に教科書の子細については見ておりま

せんので、はっきりしたことは分かりません

けれども、やはり自衛隊は合憲であると、そ

してこのような国防であれ災害の派遣であり、

仕事をはっきりこのようにしているというよ

うなことは皆さんに知っていただく、そうい

う教科書でなければならないと思いますし、

今も横田さんですか、拉致問題にいたしまし

てもはっきりと詳細、真実を書いたそんな教

科書でなければならんとそう思っております。

そういう違憲問題とかそういう偏ったのが教

科書となって出てくるというところにも問題

があるんではないかなと、そんな思いでござ

います。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　それでは教育委員

長にお聞きしますが、日本の神話を学習指導

要領に反してきちんと教えない教科書があり

ます。例えば、二宮尊徳、そういう人が歴史

上の人物として出てきますが、そういう、例

えば歴史的な人物を排除するような教科書選

定、二宮尊徳、その辺のことを教育委員長は

かなり詳しいと聞いておりますので、一つど

うなのかお聞きしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　宮下議員にお答えを

いたします。

　二宮尊徳について詳しいということはあり

ませんが、私が昔子供であった時に、「芝刈

り縄ないわらじを作り弟を世話し兄弟仲よく

孝行を尽くす手本は二宮金次郎」歌だとすっ

と出てくるんですが、そんなような歌を歌っ

たことがあるなということを懐かしく思って

おります。教科書の中身につきましては、詳

しく見ておるわけではございませんので、今

コメントを控えたいと思いますが、６月 17

日からラピア鹿島の図書館で展示会がござい

ますので、それをよく見させていただいて、

公正中立な姿勢で採択の対応をしたいという

ふうに思っております。よろしくお願いしま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　17日、明日から展

示会が開かれるということですので、是非町

民の皆さんも保護者の皆さんも一回見ていた

だいて、その辺のアンケート調査に出してい

ただきたいなと思います。

　それでは次に、30 人学級についてお聞き

したいと思います。

　今、この６月定例議会に 30 人学級の私、
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紹介者として意見書を出しました。今現在は

県下では 35 人学級、中学校１年生、小学校

１年生は 35 人学級になっておりますが、こ

れから 23 年度へ向けてどうなっていくの

か。30 人学級で早やっている自治体もあり

ます。秋田県とかは小学校１年生は 30 人学

級でやっているということを聞きました。石

川県ではどういうような方針でいくのか。当

然、35 人学級、今は１年生ですが、それが

高学年まで、義務教育過程全て９年間におい

てそういうものがこれからなっていくのかど

うかを教育長にお聞きしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　今ほど 30 人学級につい

てお尋ねをいただきました。

　私たちの長年にわたる期待と要望で、よう

やく今年度、国の方で小学校の１年生だけ

35 人学級が実現するようになりました。石

川県の方では、数年前より、国よりも先に歩

みまして、小学校の１、２年と中学校の１年

生について、１クラスの人数が 35 人を超え

る場合には教員を１人余分に配置をお願いを

し、そして校長の判断でティーム・ティーチ

ングということで 35 人以上のクラスへ２人

の先生が入るか、２つの学級に分けてやるか、

これは学校長に任されておったんですけれど

も、そういうようにして石川県の方で数年そ

ういうのが取組んできたところです。

　今年、国の方で全国的に小学校１年生につ

いてだけ、35 人学級が導入されましたので、

石川県の方ではもう一方、更に前進をいたし

まして、小学校の３年、４年まで 35 人学級

でティーム・ティーチングを選ぶか、クラス

を２つに分けるかという、これが拡大されま

した。本当に誠に嬉しいことだなというよう

に思っています。ただ、ご質問の 30 人学級

につきましては、国の中央教育審議会の提言

を受けまして、文部科学省では内部協議をさ

れているようでありますが、石川県の方では

30 人学級導入に関する具体的な方針とか計

画、コメントについては今のところ私どもは

聞いておりません。

　そういうようなことで、町としてどのよう

に対応していくのかということですけれども、

国がようやく踏みきりました 35 人学級が一

段と拡大をして小学校、中学校の全ての学年

で適用されるように早くなってほしいなとい

うように思います。それが完全に 35 人学級

ができた時点で、今度は 30 人学級への期待

が高まっていくわけですけれども、私たちの

町独自で一歩も二歩も進んで 35 人学級をも

う少しやれないか。あるいは 30 人学級に入

れないかということですが、これには莫大な

財源が必要となります。私たちの町だけでは

到底そのようなことは不可能に近いなという

ように思っています。何としても国や県の方

へ 35 人学級の拡大と、それが完成した時に

は今度は 30 人学級ということでお願いをし

ていきたいというように思います。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　今、35人学級とい

うことで、石川県が３年生、４年生、３年生

４年生でしたね。３年生、４年生に拡大され

るということを言われたんですが、県では３

年生、４年生、聞くところによりますと中学

校１年生も 35 人学級になるということを聞

いたんですが、今年度ですよ。今年度可能だ

ということは聞いておるんですが、それは間

違いないんですか。これからの今後の学級編

成のあり方として、今教育長が言われたよう

に文部科学省が 30 人を検討しているという

ことを言われましたが、本当に財政的な面も

もちろんありますが、そういうことになって

くることについては教職員の配置とかいろん

な面もありますが、将来的には可能なんです

かね。その辺をちょっとお聞きしたいと思い

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　石川県の方では、今年か

ら小学校については１、２年まで進んでいた
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のを３、４年まで拡大。中学校については、

これまで１年生にやっていたのがそのまま継

続されてきております。できるだけ早い時期

に 35 人学級が完全に実施されてくれればい

いなというようなことを思いますし、多分国

の方でも今年は１年生で実現したんですけれ

ども、年を追ってそれが２年にも３年にもと

いうことで進んでいってくれるだろうな、そ

れを少しリードした形で県の方は先に進んで

くれるんじゃないかなというように思ってい

ます。35 人学級が完成、実現した時に、30

人学級については到底ダメだとかというよう

なことは決してないと思います。また、外国

でもそういう所はありますし、日本のほかの

県でもそういうようなことを部分的に 30 人

学級をやっていたりという所もありますので、

期待をして要望を出していきたいというふう

に思います。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　もう一つだけ聞く

ことを忘れておりました。山形とか京都とか

福岡とかそういう府県はですね、義務教育を

35 人学級で、今言われたそれが９年間を通

じて義務教育の過程で全て９年間、今年から

するということを聞いておるんですが、それ

は間違いないですか。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　今ほどお話いただいた件

については、私たちも情報として聞いておる

んですけれども、本当にきちっとインター

ネット、その他で公表されておりますので、

間違いはないことなんだろうなというように

思っています。それぞれの県の財政事情によ

りまして、あるいはどこで頑張っていくかと、

そういうようなことでそのように理想的なと

ころに進んでいくところもあるんだなという

ことで羨ましく思っています。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　義務標準改正法に

も追い風となっておりますので、是非、30

人学級を目指して、中能登町もできれば財政

的にも負担はかかりますがやっていただきた

いなということを思いまして終わりたいと思

います。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、10番　若狭

明彦議員

　　〔10番（若狭明彦議員）登壇〕　

○10番（若狭明彦議員）　私は、小中学校統

合について質問したいと思います。

　平成 18 年 11 月に町中学校統合検討委員

会の答申があったわけでございます。その中

で、中学校は１校に統合し、教育の環境、通

学の利便性等を考慮して適切な場所に新校舎

を建設して１日も早く開校する必要があると

の答申がありました。その答申に基づいて統

合中学校建設に向けているわけでございます。

現在、造成が行われておりますが、今後の計

画、状況などを説明していただきたいと思い

ます。

　また、私たち子供の頃、学校林という山林

がありまして、そういう管理に借り出される

といいますか、教育の場として行ったわけで

ございます。その山林、育林された木材も大

分経っておるわけでございます。こういう学

校建設のために使ってもいいんじゃないかと

いうふうなことも言われながら私たちもそう

いう気持ちでおったわけでございます。

　また、現在町有林が５ヘクタールくらいあ

ります。また、予算も毎年 5、600 万円をか

けて管理されておるわけでございます。その

中には、太い流木もあると聞いております。

最近、地産地消や癒し、木のぬくもりを求め

て住宅建設にも天然木を利用することが増え

ています。

　そこで、今回の学校建設で町有林の木材を

利用してもいいんじゃないかと。また、使う

べきではないかと思っております。そこで、

どこにどれだけ利用するのかをお答え願いた

いと思います。

　また、中学校、小学校の統合について、ど
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の程度の説明が行われているのか。先ほど教

育委員長の答弁にあったわけでございますが、

１回説明してもなかなか町民の方には理解し

ていただけないのじゃないかと思っておりま

すので、複数回、こまめに説明会なりしてい

ただければいいんじゃないかなと思っており

ます。

　また、小学校統合の答申では、鹿西、鳥屋

小学校は存続する。また、越路、滝尾、御祖

は１校にし、統合中学校が開校した後、鹿島

中学校の校舎及び体育館を小学校改棟、改築

を行い使用するとありました。その答申に

そって統合するのか、先ほど来、教育委員長

は鹿西、鳥屋は１校で鹿島地区も１校だとい

うようなことで答弁されております。

　町村合併時の合併協議会において、各町の

小学校は合併前に１校に統合し、３町合併し

ましょうと合意に至り、旧鹿西については金

丸と能登部小学校が統合して合併したと、そ

ういう経緯がございます。

　現在、鹿島各校下で説明会が行われており

ますが、そのことを踏まえた町民への説明、

またどのような意見交換が行われているのか。

先ほど来は教育委員長の答弁もあったわけで

すが、教育長としてのまた答弁を求めたいと

思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　若狭議員の中学校について

の一般質問にお答えをいたします。

　まず最初に、中学校の工程でありますけれ

ども、今、先ほどお話ありましたように造成

工事の第１期工事が終わりまして、これは校

舎の建つようなところの造成でございます。

検査も終わりまして、今、第２期工事につき

ましては、入札も終わりまして、最終日に議

会の承認を求めるというところでございます。

そして、実施設計もほぼ終わりまして、７月

の終わりか８月の上旬までには校舎、体育館、

それに給食棟の入札を行いまして、そして建

設が始まって 25 年の４月開校、そういう工

程を組んでおります。

　また、中学校建設にかかる町有林の木材の

利用についての質問でございます。

　新町最大の懸案事業として取組んでおりま

す統合中学校建設事業は、100 年に１度と

も言える記念すべき重要な事業であり、また、

今後末永く中能登町の方々に利用をしていた

だく施設でもあります。そして、統合中学校

基本構想基本計画の基本方針の一つにおい

て、「ゆとりと潤い溢れる学校づくり」とし

て、木材を使用し、自然の香りが溢れる心温

まる学校づくりを目指すこととなっています。

そのため地元で生産されるものを是非使いた

いとの願いを持っております。その地元生産

材の一つとして町有林の木材を利用できれば

と考えております。町有林の保育事業につい

ては、これまで多くの経費をかけていること

もあり、有効な活用が望まれているところで

す。間伐補助事業を活用すれば、伐採、搬出

等の経費がかからないことにより、市場価格

と同程度か以下で木材が入手できる見込みで

ございます。地元材の使用箇所につきまして

は、校舎の廊下の天井材やトイレの入口の壁

材、体育館のアリーナ・講堂の壁面材、弓道

場の壁面・天井材などの内装材として、約

46㎥の使用を予定しております。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　それでは、小学校の統合

に関わるご質問についてお答えをさせていた

だきます。

　午前中、古玉議員からも同様のご質問をい

ただき、濱田委員長が答弁された部分と重な

るところも多いわけですけれども少し答弁を

させていただきます。

　小学校単位で校区ごとに説明会を開催させ

ていただきました。鹿島地区小学校の統合を

どのように進めていくのか、その計画とそれ

がまとめられてきた経緯についてお話をし、

ご理解とご協力、そしてご質問、あるいはご

意見を伺ってきたところです。
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　本当にご多用の中、議員の皆さん、区長さ

ん、学校の先生方もはじめ、本当に多数の皆

さん方のご出席をいただいて本当に有り難く

思っております。午前中もありましたけれど

も、３日間で 130 名の皆さんにお集まりを

いただいて、校区によりまして保護者と地域

の方々といいますか、一般の方々の構成の比

率とか出席率にも多少違いがあったなとは

思っておるわけですけれども、それぞれの抱

えている小学校の児童数とか校舎の築年数、

あるいは老朽具合とか耐震の強度とか、ある

いは地理的条件といいますか、そういったも

のも異なりますので、お集まりの皆さんの発

言にもいろんなそういった統合に対する思い

とか考えは異なる部分もあったなというよう

に思っています。

　御祖地区では、保護者の皆さんが 50％を

超えておりました。本当に関心の高さが伺え

るなというように思いました。従来の枠組み

にとらわれずに、鹿西も含めた枠組みを望む

ような声も出されたなと思っています。

　部分的ですけれども、滝尾の方では統合を

早く進めてほしいという発言、あるいは鹿島

中学校の改造でなくて、新築して子供たちに

よりよい教育環境を整備してほしいという要

望がありました。

　越路の方ですけれども、児童数が減ってい

ない状況なんだから、鹿島地区を１校にする

統合計画には反対するといった声が多くの方

から出されたなというように思っています。

　こういったことを受けまして、答申どおり

この後進めていくのかというようなことにも

なるわけですけれども、私たち教育委員会で

は、基本的には新町誕生後に出されました答

申にそったもので進めさせていただきたいと

いうように思っています。

　旧町の時から新町に引き継がれたと聞いて

おります４校を１校にするという大原則です

けれども、これを尊重して私たち教育委員会

としてもこの方向で小学校の再編を実現した

いというように思っています。

　ポイント的には３点あるのかなと。まず１

点目ですけれども、とにかく４校を１校にす

る。それから場所については鹿島中学校の校

地を活用する。３点目、鹿島中学校を改築し

て使うんだというようなことが主な答申の中

身かなというように思います。

　ただ、教育委員会では、正直言いまして１

点だけ真剣に検討を重ねていることがありま

す。この際頑張って、改築よりも新築の方が

より適当でないかというようなことについて

真剣に協議をしてまいりました。説明会でも

各地区の方からそういったお話も出されまし

た。鹿島中学校というのは築 50 年で老朽化

が進んでおりますし、耐震工事が必要です。

設備も古いですし、教室とか階段、トイレな

ど全面的に改造工事を行ったとしても、果た

してその後どれだけ使えるのかなというよう

なことが非常に心配です。大々的にお金をか

けるのなら、いっそ新築の方がより適当でな

いか、得策でないかというように思います。

　何と言いますか、今後の子供たちの減少、

そして町の財政事情、そして今であれば有利

な合併特例債が活用できるという、こういう

状況を踏まえまして、是非、将来の子供たち

のために安全・安心、そして教育環境を整備

して新しい時代にふさわしい学校を是非建て

ていただきたいなというようなのが教育委員

会の考えであります。

　この後、引き続いてより多くの皆さん方、

特に午前中ありましたように、保育園の保護

者の皆さん、それから小学校の保護者の皆さ

ん方との話し合いをもっともっと続けまして、

この問題をどのように進めていくか真剣に、

真面目に意見交換をさせていただきたいとい

うように思っています。

　今日の一般質問についても多くの方々が

ケーブルテレビ、その他で観ておられると思

います。私たちの進めようとしている統合計

画の実現を大半の皆さんが期待されているの
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か、そうでないのか。それから、改築なのか

新築なのかということも含めまして、今後は

幅広く多くの人たちと意見交換をしていきた

いというように思っているところです。今後

ともよろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　若狭議員

○10番（若狭明彦議員）　ただ今、教育長の

答弁をいただいたわけでございますが、私は

子供は町の宝だとそう思っております。その

ためにこれからどうすべきかという、やっぱ

り地域の住民の方と膝を交えて将来像を検討

せないけないのではないかと思っております。

そのためにもいろいろ親と子供、また地域の

方と説明会を数多く持っていただきたいと

思っております。そのためにも私はいろいろ

考えたわけでございます。

　原発のチェルノブイリ原発、これも 25 年

間経過して 30 キロ圏内は現在まだ人が住め

ないというような状況になっておるわけでご

ざいます。志賀原発も中能登町は 20 キロ圏

内に全住民が入っておるということでござい

ます。そういうことを考えるならば、福島原

発ではこの間の時でもヨウ素剤が配布された

傾向がなかったのではないかと。そういう報

道はなされておりません。その点、この町で

は３箇所において４万錠ですか、確保してお

いでるというようなことで、まずヨウ素剤を

何といいますか、呑むと子供は特に回復が早

いと言われております。その時に配布方法が

一番問題。また、配布場所の問題。いろいろ

出てくるわけでごさいます。そういうことに

なると、子供、今小学校の子供、もし家庭に

おる時ならいいけど、学校にいる時ならどう

なんだろうということを考えるならば、保管

場所の問題をもう一度考えるべきではないか

なと思っております。

　それと、ただ今言われましたが、学校の統

合についてまた戻りますが、鹿島中学校を改

築してするということになれば先ほど説明

あったわけでございます。49 年が経過して

おるわけでございます。それと 49 年前の建

設技術といいますと、やはり私の記憶では塩

害、川砂を使っておるばかりでなく、海水の

混じった砂も利用されておいでるというよう

な状況じゃなかったかなと思っております。

そういうことで、改築しても階段の高さが違

う。いろいろ改築にはお金がかかって、本体

そのものも危ういんじゃないかなと思ってお

ります。そういうことで私は、もしあの場所、

あの建物を利用するなら、先ほど言われまし

た建て替えしかないんじゃないかなと思うて

おります。ところが建て替えすると、あそこ

までの旧鹿島地区が１校にすると７キロある

んですよね。７キロ。７キロの子供たちを災

害の時どう安全・安心な場所に移動できるの

かということになったら、これもまた考えも

のじゃないかなと思っております。

　そういうことで、例えあそこにしてももう

１校こちらの方を２校制にした方がいいん

じゃないかなと。例え話がそれじゃあ安易に

出ていったわけでございますが、御祖小学校

の生徒を鹿西中学校に来ていただくという

ようなことも考えないかんがじゃないかな

と。もしそういうふうになっても鹿西小学校

は 20 年経過しておるわけですよね。20 年。

そうなってくるとこの近い将来どうなんだと

いうことも検討しないかんがじゃないかなと。

鳥屋小学校でも 36 年が経過しておるわけで

ございます。だからそうなってくるといろい

ろ考えておるわけなんですが、そんなことを

しとっても 10 年か 15 年経ったらまた同じ

こと繰り返すということになれば、今一生懸

命に町長が右手挙げて「皆さん頼むよ」と言

うて頑張っておいでる統合中学校の付近に統

合小学校を建設してもいいんじゃないかなと。

それが中能登町の子供たちの将来像になって

くるんじゃないかなと、そういうふうに私は

勝手に思っております。そうすると財政面か

らもしやすいんじゃないかなと。町民の方々

も理解もしてもらえるんじゃないかなと。ま
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た子供たちも良くなるんじゃないかなと思っ

ておりますんで、その点またいろいろ検討課

題としてこれから進めていっていただければ

いいんじゃないかなと思っております。そう

いうことで質問を終わらさせていただきます。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、２時 25

分まで休憩いたします。

午後２時 17分　休憩

午後２時 25分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　次に、14番　作間七郎議員

　　〔14番（作間七郎議員）登壇〕　

○14番（作間七郎議員）　私は今回２つにつ

いて質問いたします。

　１点目は自治体間の交流について。２点目

はレクトピアパークの再整備についてと、２

点について質問をさせていただきます。

　自治体間の交流についてということで、３

月 11 日に発生した東日本大震災及び福島原

発の放射能汚染を受けた市町村長が交流のあ

る地方自治体から支援の申し出があり、大変

感謝されていることを特にマスコミ、テレビ

等によく登場してきました。そこに、特に南

相馬市桜井市長がよく前半はね、今はあまり

出ていないんですけれども、一時は南相馬市

の桜井市長がよく出ていました。そこから、

その南相馬市というのは、旧の鹿島町がある

所なんですよね。よくテレビに鹿島地区、鹿

島地区とテレビで出ていると思います。鹿島

小学校の避難場所もよくテレビに流れていた

と思いますけれども、あそこが鹿島町と、今

は南相馬市になっておりますけれども。

　そこで今回は、姉妹都市の締結についてと、

災害協定の締結についてお尋ねをいたします。

　旧鹿島町の話になるんですけれども、ス

ポーツ姉妹都市、富山県の大門町、これは射

水市になっています。合併してね。ここでス

ポーツ姉妹都市を昭和39年、東京オリンピッ

クの時に結んでおります。これも日本にオリ

ンピックが開催されるということでスポーツ

熱が盛んになって、旧の鹿島町ではどこかス

ポーツの盛んな町はないかということで、石

川県の県の方へ「紹介してくれ」と言ったそ

うでございます。私の聞いた話ですけれども。

そこで富山県でスポーツの盛んな大門町があ

るということで紹介されて、大門町とスポー

ツ姉妹都市を結んでおります。

　そこで、スポーツだけでなしに、スポーツ

はもちろんのことですけれども、特にスポー

ツを中心とした教育、文化、産業、子供たち

の交流も盛んにやってきました。私もよく参

加もさせていただきましたし、特に執行部と

議会もスポーツをしようということで、町長

をはじめ、両町の町長をはじめ執行部と議員

もゴルフできる人は我々もスポーツをしよう

ということでゴルフをやりました。１年１年、

富山県と石川県と交互してやった、今でも鮮

明に覚えております。そしてその終わった後

の懇親会で和気あいあいといろいろとまちづ

くりについてよく議論したことを思い出され

ます。

　そういうことで盛んに、大門というたら、

富山県へ行けば私は親戚のような気持ちにお

りましたし、向こうの方々ともやっぱり石川

県の鹿島が来ると親戚が来たような気持ちに

なるということで和気あいあいと交流を盛ん

にし、お互いのいいところを学びながらまち

づくりを進めてきた経緯があります。

　特に、平成７年１月 17 日、阪神淡路大震

災が起きましたね。そこで、平成９年 10 月

５日に災害協定を結んでおるね。その時の

当時の新聞を、ここにも職員が持っていた

ので、「こういうものありますよ」と私がも

らったんですけれども、ここに今は亡き辻本

町長、烏帽子田町長と池原議長と私と調印し

た富山新聞に出ているんですね。その時に調

印した時の私いつもポケットの中に入れてお

るんですけれども、調印した時のこのボール
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ペン、ボールペンじゃなく万年筆、これは記

念品にもらったんです。これを大事にいつも

持ってるんですよね。災害がどこへでも起き

ると、ああー、あん時、大門の町へ行って調

印したことを私はいつも思うんですね。そこ

で、その時に調印した時に、私たちは町長、

議長という立場で調印式に臨んだんですけれ

ども、そこに消防団、婦人会の方も同席され

ました。それで災害協定ですから、両町いず

れかに災害が発生した場合、生活必需物資の

提供や消火、救援、医療に必要な職員の派遣、

被災者の一時収容のための施設提供などを取

り決めをしたと。その後、ここに記事に書い

てあるんですけれども、当時の烏帽子田町長

は、調印の後、「この協定で両町の絆が一層

深まり、親身になってこれから協力をしてい

くことになった。大変嬉しいことだ」と。今

は亡き辻本町長は「当町のある能登は地震や

津波の心配も多く、協定に感謝をしている」

ということで、富山新聞の北日本新聞にここ

に記事に載っていたものを職員が持っていた

ものを、同席した職員が持っていたものを私

はコピーしていただいたので、私もこれを見

て「懐かしいな」ということで、今の東北の

そういうことをよく毎日テレビ観とるんです

けれども、こういうことも必要だなというこ

とを感じておるところでございます。

　それから、また旧の鹿島のことになるんで

すけれども、旧の鹿島の時は「かしまサミッ

ト」というやつですね。同名の町や市、鹿の

島の全国で、それも町村長大会がＮＨＫホー

ルであった時に、時の辻本町長が名簿の中に

福島の鹿島の町長と「あんたとおれんとこと

一緒な名前やな」と。この名簿を見たら全国

に鹿島という名前の町、市があるなと。そこ

で「同じ町の名前同士でサミットせんか」と

いうことで、呼びかけをされたそうでござい

ます。

　それで平成６年から今の、先ほど私が言っ

た福島県の鹿島町は、今南相馬市になってお

ります。石川県は鹿島町は中能登町になって

おります。茨城の、そのサミットを最初にし

た時分は鹿島町だったんですね。平成の合併

前に鹿島が鹿島市ということに変わりました

けれども、最初の２、３年は鹿島町、茨城は

ね。今は鹿嶋市です。

　それから佐賀県は昔から鹿島市、島根県に

鹿島町は今、松江市になっております。私も

行ったことがあるんですけれども、原発の立

地のところでございます。それから鹿児島の

甑島というところへですね、フェリーで１時

間か２時間ほど乗ったところの島なんでよね。

そこに鹿島村というのがあったんです。その

１市４町１村がサミットをやりながら、最初

の１、２回は町長と議長と出かけて、お互い

の町の紹介をしながら交換をしとったと。そ

のうち行政だけではなしに、民間サミットも

やろうということで、途中から民間サミット

も入りました。民間サミットというのは、各

町の産業、地域おこしを話し合い、交流事業、

特産品販売などの主だったそういう交流もや

りました。だんだん付き合いをしていくと私

も福島県から、甑島へは行ってないんですけ

れども、島根県までサミットに行った覚えも

あります。そしていろいろと交歓しながら、

その時の今は亡くなった故辻本町長、そのあ

との長澤町長、16 年間続いたんですね。町

村合併の話が出る段階で町が変わる、名前が

変わるから一応このサミットはこれでなしに

しようということで無くなったんです。

　その間いろいろなことで子供たちもお互い

に交流に行っております。特に鹿島アント

ラーズのサッカーを観にいった子供たちが今

ちょうど 18、9 になっているんですね。今

は全国的にサッカーブームですから、あの

サッカーに行った子供たちは、あの時は大変

素晴らしいサッカー、私も観たんですけれど

も生で観るとあの旗を振ってぶんぶんと独特

の雰囲気、生のサッカーはね。そういうこと

で行ってきました。
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　それから福島の南の人は相馬馬追いの有名

な所なんですけれどね。そういうことで子供

たち、我々も行っていろいろ見てきたし、い

ろいろ学んだことを町が、時の町長がまちづ

くりのために大変活かしておったと私は思っ

ております。

　そういうことで私の経験上、中能登町もで

きてから７年目を迎えます。そこで言葉では

姉妹都市というより、簡単に田舎言葉で言え

ば、そろそろどっか井の中の蛙大海を知らず

ということで我々は町長をはじめ議会も中能

登町に住んで良かった、住みたいなという町

にしようと一生懸命頑張っていると思うんで

すけれども、やっぱり町だけで満足してはダ

メだと思うんです。やっぱり出かけて、いろ

いろな事で町や村と交流することによって得

るものが沢山あると思いますので、そろそろ

親戚をつくればどうかなということですね。

姉妹都市というと格好いいんですけども、田

舎言葉で言えば「イッケつくらんか」と。「そ

ろそろ、おらちもそろそろイッケつくらん

か」ということでどうかなという思いにおり

ますので、今、町長にはそのことについて聞

きますけれども、特にうちの町ができてから、

うちの町へ視察に来られた市町村がここに全

部あるんですけれども、北は北海道から南は

福岡までの 21 の市町村が来町されておりま

す。町長も時には歓迎のあいさつを述べられ

たこともありますし、同じまちづくりについ

て、私らのところは特にケーブルテレビとか

議会がどういうようになっているかという交

換をしたことを私も鮮明に覚えております。

　それから私たちは視察研修も、これは北は

北海道から南は沖縄まで行っていますね。そ

の中の全体で、議員全員出たのが８市町村あ

るんですよね。常任委員会で委員会ごとにそ

れぞれの向き向きの自治体へ勉強に出かけた

のが 32 あるんですね。それで皆さん帰られ

る時も「せっかくのご縁ですから、これから

私たちとも長い付き合いをしましょう」と

言って、お互いに美辞麗句かもしれませんが

必ずそう言うては帰ってきておるんですね。

　そこで、これだけの我々は議員も知っとる

し、町長も知っとるし、こういうことの中か

らどこかいい自治体があったらそういう提携

を結べばどうかなと。そして災害協定も、こ

のサミットも同じく佐賀県の鹿島市の時、干

潟のガタリンピック、干潟の２キロも３キロ

もだーっとなってね、その町なんですけれど

も、そこの時にかしまサミットも姉妹都市と

いうサミットの仲間ですから、阪神淡路大震

災のことも皆さん分かっておりますから、こ

こまで仲良く付き合いしとるんだから親戚同

然やわね。これから何かあった場合には、お

互いに助け合いをしようということで、これ

も佐賀で平成９年５月２日に災害協定を結ん

でおります。

　そういう私は、旧鹿島町時代のことの経験、

体験上のことを今話をしておるんですけれど

も、そういうことが大変良かったということ。

そこで中能登町も７年目ですからそろそろ杉

本町長にもどこか、今、県の町長会の会長で

すから全国の町長と出会う機会もあると思い

ますので、その中からでもいいしどこかそう

いう提携をすればどうかという思いをまず１

点を聞かさせてください。

　それから、災害協定の締結についてという

ことで、町の締結したとこを聞きますと、８

つの団体と防災協力及び支援物資の協力活動

と協定を結んでおるわね、うちの町はね。そ

の中身は七尾市、氷見市、七尾鹿島建設業協

会、石川県電気工事工業組合、北陸電気保安

協会、能登わかば農業協同組合、北陸コカ・

コーラボトリング㈱、七尾市医師会、公立能

登総合病院、北陸地方整備局と締結を今のと

ころ結んでいるのが現状でございます。

　ところで私は気になるのが、旧鹿島の時に

アルプラザ鹿島と平成 12 年６月 20 日に災

害協定を結んでいるんですね。調べてみます

と鳥屋町もその後、アルプラザ鹿島とも災害
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協定を結んだということも聞いているんです

けれども、今この８つの中にアルプラザ鹿島

が現在も締結されているのには何か要因があ

るのかなということで、その点はどうなって

いるのかということを聞かさせていただきた

いと思います。ちょっと今のそのことはそれ

で、もうちょっと戻るんですが、姉妹提携の

提携について先ほどまた町長に聞くんですけ

れども、この中に締結をしとらんけども、鹿

西町の時から大阪市、浪速区の敷津子供会の

学童と交流、今年で聞くと 36 年目に入るそ

うでございます。それは３チームで大体 70

名、親も入れてバスで毎年行ったり来たりす

るそうですね。提携はしていないんだけれど

も、交流は続いていると。それから大門町、

今は射水市になっておりますけれども、ここ

も私らの時、議長をさせてもらっていたので

町長と時の小山総務課長と大門の田所町長が

「あんたんとこは合併したと。そこでおら

ちゃ射水市になったけれども縁を切らんとい

てくれ」と。「そのまま射水市の合併協の時

に我々は中能登とそういうことを結んでおる

のだから継続してくれ」ということで、「あ

んたらっちゃあっちから言うてきとるから断

らんとけ」とこっちに言われて私は町長と今

の副町長、当時は総務課長でしたけれども射

水市の役場、時の初代町長、市長は新湊の市

長やったね。それでこういうわけで大門の旧

の町長から「引き続き交流をしてくれ」と言

われとるし、「お宅さんの町は９万、10万人

近い大きい町ですから町の大きさは違うけれ

ども、今までの付き合いを大切にしながら今

後も付き合いをさせてください」ということ

でお酒を持って行ってきた覚えがあるんです

けれども、あれも鮮明に覚えているんですけ

れども、結果はその時の市長は「ああ、い

い」と言うとったけどもあとはなしのつぶて

で、何も音沙汰無しと。ところが、旧の大門

町からは凧揚げの大会、大門の河川敷でやる、

聞くと町長も今年、招待状が来なかったかも

しれんけど行ってきたと。凧揚げの会の人と

行ってきたと。それから学童も大門町の議長、

射水市の市議になっている高橋という人、私

らもよくゴルフをしたりいろいろと知り合い

ですけれども、この人が学童の野球を盛んに

やっているんですね。合併して２、３年は

ちょっと途絶えたそうですけれども、また今

復活して野球の交流をしております。こうい

うこともあるということを今私は言ったんで

すけれども、そういういろいろなことを思っ

て姉妹都市の締結について、災害の協定の締

結について町長はどのような私見というか考

えを持っておるのか答弁してください。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　作間議員の自治体間の交流

の質問にお答えをいたします。

　現在は中能登町では、姉妹都市の締結はし

ておりません。しかし、かつて旧鹿島町と大

門町、現在の射水市でありますが、スポーツ

姉妹都市提携をしておりました。阪神淡路大

震災後、平成９年 10 月５日には双方いずれ

かの区域に災害が発生した場合、相互の応援

をするための協定の締結が行われておりまし

た。

　今、作間議員から旧の大門町、そして射水

市になってからのいろいろの詳しいお話が

あった通りでございます。

　毎年、凧祭りには中能登町の凧の会の皆さ

んが出ておりまして、去年は準優勝というよ

うなことで、今年も出ておりまして、そうい

うことで「是非、来てほしい」というような

ことで、正式な招待状もいただきました。議

長と一緒に凧祭りには行ってまいりましたし、

それから学童野球に対しましても、高橋さん、

今、市会議員でありますけれども前は大門町

の議員さんでありまして、是非これを進めて

いきたいということで毎年行ったり来たりし

ております。そういう中で、凧祭りに行った

時には、今市長さんが代わられまして、新し

い夏野市長さん、凧祭りの実行委員長さんと
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もお会いをして、これから市長も代わったこ

とだし交流もしたいというようなことで、今

年から織姫夏祭りには正式に町からも市長の

ところへは招待状もお送りしたい、そう思っ

てこれからそういうことでしていきたいとそ

う思っております。

　また、中学校を通じまして、鹿西時代に敷

津、バレーを通じて尼崎というような三十何

年のそういうところともいろんな交流もして

おります。バレーは今ちょっと途絶えとるよ

うでありますけれども、そういうことで今お

話にあったように、町が施行して７年目を迎

えたわけでありますし、町のシンボルも決ま

り、例えば、町の花である石動山ユリや、ま

た町の木である桜をご縁に、また今の議員の

皆さん方が研修で訪問された市町、またこの

町へ研修に来ていただいたそんな市や町と条

件が合えば姉妹都市については積極的に前向

きに進めてまいりたい、そう思っております。

　また、災害協定につきましても、今、詳し

く作間議員の方からお話をされた通りでござ

います。アルプラザにつきましては、旧鹿島

もしておりましたし、また旧鹿西もしており

まして、その後、新町になりまして提携を結

ぶたびにお話をしにいって、いつも店長さん

が代わりますので全体のアルプラザのことで

はないと思いますけれども、店長さんの考え

によって、そういう時にはどれだけの水がい

るんだと。どれだけの品物がいるのか詳しく

出してほしいというようなことでありまして、

その前は何かあったらできる範囲で締結をす

るというような、支援をするというようなこ

とでありました。これらについてはまた、今

店長も代わっておりますので、お話もしてま

いりたいとそう思っております。今のアルプ

ラザだけではなしに、全国的なネットワーク

にありますコンビニエンスストア、それらも

含めて調査、また協議を進めながらこれから

も災害時には多くの方々と助けたり助けられ

たりするような締結を積極的に結びたいとそ

う思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○14番（作間七郎議員）　今、町長の話を聞

いて射水市の市長は代わりましたね。大門出

身の夏野市長になったということです。その

お父さんも県会議員をしとったんですね。そ

の後若い人で、東大出かどっか優秀な人なん

ですけれども、市長に転出して当選されたと

いうことは聞いていたので、特に町長にまた

イッケを復活するような言葉をかけられたと

いうことで大変良かったなあと、町長はやっ

ぱり凧祭りに行って良かったなあと私は思っ

ておるんです。やっぱり親戚付き合いすると

なかなか忘れんもんやわいね。私らも体育祭

になればバスで、大型バスで２台、お互いに

行ったり来たりね。

　ある女性の話を聞いて、私的なことなんで

すけれど、加賀屋さんに行ったらたまたま私

に好意を持ってこられて「あんたどこの方で

すか」と言ったので「私、小金森です」「な

んちゅう名前や」「藤井や」「あんたどこ出身

や」「私は大門出身や」と。「ああ、大門か。

おらの近くや」というて話をしとったら、そ

のじいちゃんもあんちゃんも私知っておりま

すので、「大門のどこや」言うたら「役場の

近くで、どこどこで……」と言ったら、「う

ちのお母さんも鹿島町に運動会よく行ったと

いう話を聞いております」と言うので、やっ

ぱりどこでも歩くというといろいろのことで、

人のところへ嫁に来た人だけれども自分の娘

のような私は気持ちになりますわね。やっぱ

りそういう親戚付き合いというものは大事な

ので、これからも町長も積極的にね。これは

やっぱり結婚と一緒であんまり差がある者と

付き合いしにくいさかいに、うちの町と付き

合いのしやすい、例えで言うとですよ。あん

まり位が、昔の人は言うがいね。「あんなん

とこで同居したらあとじんぎくがいに付き合

いできんがんになるがいや。そこそこなんと

一緒になったらいいがんないか」という言葉
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もありますので、うちの町としてのいろいろ

のことを考えてそういう誰かを、結婚でいえ

ば恋愛で結ばれればいいげんけれども、誰か

に紹介してもらうとか、県に紹介してもらう

とか、それから今まで来られた自治体の中か

ら副町長や私が、総務課長なりが、例えば議

会の議長なりが出かけていって、こんな話が

ちょっこし町の、ただ議会の時は議会のこと

ばっかり話しますからね。その町で１、２日

泊まってどんな町やということを見て、これ

いいなと思ったら町長に報告して、「あの町

とちょこり付き合いしてみんかいね」と。そ

してそこそこ付き合いして相思相愛になった

段階で協定を結ぶと。一気に結納までいかん

げんさかい。それまでの準備期間があると思

いますので、十分検討されて町長も積極的に

そういう提携する町を探したいと言われてお

りますので、それから災害についてもそうい

う答弁を聞いたら、アルプラについては店長

が代わるたびにいろいろと難しい問題で出て

おるということでございますが、その辺もま

たじっくりと話し合いをして、近いアルプラ

ザ鹿島にもいざとなった時にいろいろと飲み

物などを提供していただけるように一つまた

話し合いを進めてもらいたいと思います。

　そこで、次の私２問目に、時間の進行もあ

りますので、まずレクトピアパークについて

私質問するんですけれど、質問する前にここ

にこういう花菖蒲のきれいな写真と、レクト

ピアパークができた時の写真をここに置いて

おきますので、これを見ながらこれから……。

　それでは、レクトピアパークの再整備につ

いてということで、皆さんのところに通告し

てあるのは日本庭園的な花菖蒲園の整備につ

いてと、多目的広場の拡充についてというこ

とで通告してあります。

　そこで、当時のレクトピアパークができた

のは、完成したのは平成５年４月。工事にか

かったのは平成３年からやわいね。そして面

積が１万8,500㎡。総事業費４億4,100万円。

花菖蒲園というのは、旧の鹿島は花菖蒲が町

花だったんです。そこで町長もそこにいま

したけれども 2,000 株をパーッと植えたね、

きれいな。写真は今あそこに置きましたので、

2,000 株。そしてその川の横に水路というよ

り、ある人は「水路と言わんとせせらぎと言

うてくだいま」と言うので自分で私はあえて

せせらぎと言います。樹木、高木、高い木が

24 種類で 450 本。それから低木、低い木と

いうことで 21 種類で１万 8,000 株をその時

植えられています。その植えた写真が全部

載っておりますので、それ見ながらまた。現

状はということで、通告する前も私は選んで

くれた町民の方たちにすれば、議員は選挙に

よって皆さんから選んでいただいて、代弁者

として頑張れということで発破をかけられな

がら議員活動をしている一人でございますの

で、作間七郎が言うとるんでなしに、町民の

代弁をしておる作間が言うとるということを

町長、肝に銘じてこれからの答弁をしていた

だきたいと思います。

　そこで現状をね、これで４回、５回、通告

してから、昨日も夜も行って来たんです。夜

はレクトピアパークはどういう状態になっと

るかと行ってきたんです。夜も見てきたんで

す。いろいろとケーブルテレビで映っており

ますので、映っとらなんだらいろいろと言う

こともあるんですけれども、テレビのいる時

にちょっとふさわしくないことを言わざるを

得ないのでそれは省きますけれども、花菖蒲

園ということで、そこに 2,000 株を当時植

えた写真が載っておるんですけれども、私も

アヤメと花菖蒲とちょっと素人ですから区別

はつかないんですよね。今日、昨日ほどから

全国のアヤメ・花菖蒲園というところが観光

客で賑わっておりますね。うちのそこも白、

ピンク、紫の花はちらちらと咲いております。

ところがこの花菖蒲とかアヤメというのは今

でも聞いているんですけれども、２、３年

たったら株分けしなだめなんですね。そのま
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まおいといたらダメになってしまうと聞いと

るんですね。その後でまた詳しいことはまた

聞きますけれども、その花菖蒲園のせせらぎ

の水は流れているということになっておるん

ですけれども、現状は水路に水が澱み悪臭を

放っておるんですね。この間から雨がちょこ

ちょこと降っとるさかいにあんまり臭いはし

ないんですけれども、あのカラカラに乾いと

る時に水路がスーッと流れないようになって

おります。途中に何箇所か土留めしてたるん

だところに、それが臭いがするんですね。現

状を言うとるんですよ私は。それで樹木も最

初はあそこに写真にあるように小さい木だっ

たんですけれども、ラピアの方から見ると端

まで見えたんですよね。今は生い茂って、特

に若い男女の語らいの場にもなっております。

茂っておりますからね。もこっとしとっさか

い、透き透きでないですから分かりませんか

ら。

　それからその他ということで、芝生広場の

排水状況が悪いということで、あの近場で町

祭するがいね。町祭するところはどんなんか

しらんけども雨降って、夕方になったら晴れ

てくると。職員の方はあの芝生はフラットに

なっとらんもんで、こうして真ん中に溜め升

あるもんでそこに流れるようになっているの

だけども、町民の方々が祭りにイベントに来

られる間に皆さんが何回も絞っては乾かして

たいそうされておる姿を私は見ておりますし、

もうそろそろまた祭りの時期にも来たと。あ

の芝生もそういう排水状況が悪いという現状

を私は捉えて、今後この鹿島町の時は日本庭

園的な、庭園と花菖蒲とね、立派な石も並べ

てあります。樹木も大きくなりました。今、

もこもこになって茂っとるわいね。普通、庭

というものは私の小さい庭でも毎年庭師を入

れて剪定しておるんですよね。今の樹木を見

たら剪定したと思われんわいね。どの木もど

の木も。そういう現状やもんで、その花菖蒲

園と日本庭園的な、イベントに行かれた時に

山が大体並んどるわいね。並んどるあの奥に

池があるんですよ、池。そこで、そういう現

状やもんで、その池を、私は言葉は悪いんで

すけれども、相撲界でいうと死に体というの

があるんですね。もう土俵際になって死んで

しもとっさかい負けというやつがあるんです

よね。死に体というんですよね。私は最初に

つくった、旧の鹿島につくったようなそうい

う庭園の管理をしていないという認識のもと

で、そのことも考えて、あれを再整備をして

多目的広場に使う考えが町長はあるかないか

ということをまず聞かせてください。その写

真を見ながら。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　レクトピアパークにつきま

しては、よく写真を見せていただきました。

これにつきましては、平成５年より憩いと安

らぎを求める公園として町民の方々に愛され

てきました。また、旧鹿島町よりかしまみこ

し祭りのイベントに、また、合併後も町祭に

活用されているところであります。

　ご指摘の花菖蒲園につきましては、旧鹿島

町の町花でもあり、芝生広場の奥に設置をさ

れ管理をしてきました。ただ、花菖蒲は今言

われたように６月に可憐な花を咲かせますが、

根の成長が早く、合併前には毎年株分けの管

理をしておりました。

　それ以後、18 年余りが経過をし、当時と

は周りの今言われたように環境や社会情勢も

大きく変化をしてきました。今後、このこと

を踏まえて、今整備につきましては再度検討

をしてまいりたいとそう思います。

　そういう中で、昨年の 12 月議会で諏訪議

員の質問にレクトピアパークの整備につきま

しては、今一度検討させていただくと、今の

ような答弁をいたしました。芝生広場の排水

枡の一部をカットし、雨水が芝生広場より排

出しやすいように改善はいたしましたけれど

も、本格的な検討はまだしていないのが現状

であります。今後、今言われましたように、
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有識者やまた関係者とレクトピアパークの利

活用について、今作間議員から提言のあった

ことも踏まえまして協議をしてまいりたいと

そう思っております。確かに大きく木も生え

まして、本当に町祭に行った方でもあそこに

これだけの面積の花菖蒲園があるのは、暗け

ればなおさらでありますけれども、分からな

い方もおいでるのではないかなと思いますし、

あの全体を今一度皆さんの意見を聞きながら

積極的にどうすればいいかということを検討

してまいりたいとそう思います。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○14番（作間七郎議員）　今町長は再検討と

言うた時に、あっと思ったんですよね。諏訪

議員が 12 月に私とよく似た質問をしとるん

ですよね。その時も検討させてくださいと、

私はそれを町長に言うて聞かそうかと思うた

けれども、町長は私の先手で諏訪議員のとき

にこんなことを言うたけどもと言われるから

私はそれは、当然自分の言ったことは、この

前に言ったことは私らもみんな聞いておりま

すから、私は今日は諏訪議員の 12 月のやり

取りをメモして町長がどう言うかというて、

もしそのこと言わなかったら言うて聞かそう

と思って私は持ってきたんですけれども、町

長は諏訪議員の時もそういうことを言ったと

いうことを先に言われましたので、その件は

私は言いません。

　そこで、まだ時間もありますので、そこで

検討有識者といろいろのことでやるというこ

とで、まず役場の内部でどのような考えをし

とるかということで、私の方から言おうかな。

それとも議長の方から各、ここに座っておる

メンバーに一通り言って、この今、後ろにあ

る日本庭園の花菖蒲、４月、５月、６月今は

花が咲いております。それを見たことがある

かないかということだけ一人一人、そうしな

いと町長は内部で検討するのにしても、職員

が自らがそういうことをしなければ検討のし

ようがありませんので、時間の関係でパッパ、

パッパと議長、指名して、それを見たことあ

るかないかということだけを各執行部に答弁

をさせてください。

○議長（坂井幸雄議員）　小山副町長

　　〔小山茂則副町長登壇〕　

○小山茂則副町長　お答えをいたします。私

も何回かは、年に何回かは見ておりますが、

この２、３日前にもある方と一緒に現場に

行ってきました。水の流れとかそういう点に

ついては、詰まっておるような状況でないか

なというふうな状況も踏まえて、あそこはそ

れなりに管理をすれば、今作間議員が言われ

たような嫌な臭いとか、そういうものも無く

なるんじゃないかなというふうな認識を持っ

ております。

○14番（作間七郎議員）　議長、時間の関係

もあるからパッパ、パッパとやってくださ

い。またあと私は質問しますので。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　私は今年度初め

て見てきました。私が行った時には可憐な花

が咲いていて、こういうきれいな所があるん

だなあと思って感心して帰ってまいりまし

た。

○議長（坂井幸雄議員）　大村参事兼農林課

長

　　〔大村義一参事兼農林課長登壇〕　

○大村義一参事兼農林課長　私は今年は見て

おりませんけれども、去年は見させていただ

きました。非常にきれいだったと思っており

ます。

○14番（作間七郎議員）　見たのは花の咲い

た時見た？いつ見た？

○大村義一参事兼農林課長　花の咲いた時に

見させていただきました。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

　　〔谷　敏則参事兼住民福祉課長登壇〕　

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　私、数日前
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に現場確認をさせていただきました。遊歩道

もありましたし、旧鹿島町時代の土地改良区

の石碑もあったことを覚えております。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　私も町祭の担当の課で

ございますので、現場についてはよく把握し

ております。今がちょうど見頃かなというふ

うに思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　澤情報推進課長

　　〔澤　伸一情報推進課長登壇〕　

○澤　伸一情報推進課長　私もウォーキング

した時にあそこに花菖蒲が咲いているなとい

うことを去年ぐらいから知っております。き

れいだなと思っております。

○14番（作間七郎議員）　無理して見たと言

わんでいいげんぞ。正直に言えばほんでいい

げんぞ。

○議長（坂井幸雄議員）　吉田税務課長

　　〔吉田外喜夫税務課長登壇〕　

○吉田外喜夫税務課長　私は昨年、町祭の時

に山の裏にそういう所があるということを確

認しております。しかしながら、咲いている

ところは一度も見たことはありません。

○14番（作間七郎議員）　正直でいいわ。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

　　〔高橋孝雄土木建設課長登壇〕　

○高橋孝雄土木建設課長　私は先週見てまい

りました。作間議員さんのご質問があるとい

うことで現地の方を確認させていただきまし

た。

○議長（坂井幸雄議員）　大森上下水道課長

　　〔大森一義上下水道課長登壇〕　

○大森一義上下水道課長　私も数年前、企画

におって町祭の係をしていたことがありま

す。当時は会場を持ち回りで云々だったんで

すが、そちらの方は手がいっぱいで花が咲い

ているなんていうことは確認できなかったよ

うに記憶しております。

○議長（坂井幸雄議員）　西浦保健環境課長

　　〔西浦　順保健環境課長登壇〕　

○西浦　順保健環境課長　私は昨年度ですけ

ど、花の咲いている時を見させていただいた

んですけど、本数はこんだけまでなかったよ

うに記憶しております。水の流れのちょっと

私の見た時は、水があまり無い、ちょっと可

哀想だなと思った経験があります。

○議長（坂井幸雄議員）　八尾会計課長

　　〔八尾登喜夫会計課長登壇〕　

○八尾登喜夫会計課長　私は当地区の曳山が

会場へ展示した時に池のあることは見まし

た。ただ、咲いているのは見たことはありま

せん。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　私は今年はまだ見

ておりませんが、昨年、一昨年と見ました時

には、寂しい状況だなと正直思いました。

やっぱり、かつては旧鹿島町の町花として立

派に咲いていたんだろうなと思ったんですけ

れど、今は寂しい状況だというふうに思いま

した。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○14番（作間七郎議員）　議長、平岡課長に

ついては、私は質問を出した時に会場をくま

なく説明をしてもらった課長でございますの

で、この方のはいいです。

○議長（坂井幸雄議員）　答弁したかったで

すか。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

　　〔平岡　保生涯学習課長登壇〕　

○平岡　保生涯学習課長　私、生涯学習課に

おります関係で、朝出勤した時、それから昼

の時間、レクトピアパークの方散歩したりし

ていますので、その時に確認しております。

　６月のはじめ頃から咲き始めまして、現在

５分咲きぐらいだと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介

護担当課長

　　〔延川しのぶ住民福祉課介護担当課長登

壇〕　

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　すい
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ません。私はまだ花の咲いているところは見

たことがありません。このあと見学にいって

きれいな花を見てきたいと思いますので、ま

たよろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　最後に、橋本議会

事務局長

　　〔橋本教示議会事務局長登壇〕　

○橋本教示議会事務局長　実は、私合併した

時に商工観光課にいまして、観光の仕事をし

て、このおそらくパンフレットの中の写真は

私は撮った写真やと思いますので、十分把握

しております。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員、そうい

うことでございます。

○９番（上見健一議員）　議長、池島教育長

はしていないんじゃないですか。

○議長（坂井幸雄議員）　課長と言われたも

んで。職員と。

○14番（作間七郎議員）　ついでにそういう

議員からご要望ありますので、池島教育長に

も。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　きれいな花が咲いている

なあといった状況で見たことはありません。

さっそく見てきます。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○14番（作間七郎議員）　町長、皆さん正直

に、私は大体目を見とれば分かれん。うそつ

いとるがんかどうか。大体、真実を言われと

る。また、あそこにそういう池があるのは知

らない人が沢山おいでるんですね。今池へ行

けば分かるんですよ。花は咲いておりますか

ら。花の咲いとらん時は、諏訪議員が 12 月

は雑草だらけだと言ったんですよ。今は、ア

ヤメ、花菖蒲の６月は咲く時期ですから、５、

６分咲いておりますね。今は分かるんですよ。

咲いとらん時は分からないですよ。だからあ

そこにそういうとこがあると、そういうこと

で私が言いたいのは、再整備をすればどうか

というのは、ここにジュニアスポーツクラブ

加入状況でね、中能登の子供たちのこれを見

ると、やっぱりきょうびは子供たちも野球の

人口は減っとるんですよね。鹿西、鳥屋、鹿

島の野球をしている人は 46 名。ところが世

界的にサッカーブームというか、今の子供た

ちはそういうサッカーを好きなのか、鹿西

サッカー、鹿島のサッカーの子供たちがいる

んですね。86 名おるんですよね。私らには

考えられんことなんです。いかにサッカーし

ている子供たちが多いかということです。

　そこで、私の言おうとしている、何で整備

してほしいかというのは、今までに町で整備

した古墳公園芝生広場、６万 8,000㎡あるん

ですよね。池の下の芝生のとこ。アッピー鹿

西多目的広場 8,400、それから金丸多目的広

場 6,800 ということで、先ほど平岡生涯学

習課長がよく知っておるということで私もイ

ベント、今、溜め升のあの辺の芝生、それか

ら子供の広場まぼろし城の芝生がどんだけあ

るかということを平岡課長に聞いたら、大体

4,000 ほどあると。

　そこで、町長はいろんな方とその再整備に

ついては有識者会議で検討するということを

言われましたけれども、その花菖蒲園という

ことで旧の鹿島の時から大変大切に管理し、

合併してからあんまりはぐさになっとるわい

ね。そこで、あそこを埋めてフラットにした

場合は、まだ 2,000 ～ 2,500 とれるんです

よね。特に、町長は、町長選に出るときに能

登部神社神様の前に旧３町の融和を大事に大

切にするんだということを言われたんですよ

ね。町長、それ記憶あるでしょ。ところがこ

れを見ると東側、西側と見たら西側ばっかり

多目的広場を作ってあるんですよね。東側に

ないんですよ。東側に。私から言わせると、

西側は 6,800、8,400、6,800、今度計画さ

れている古墳公園とりや希望の広場拡張。こ

れは面積、パークゴルフ場、面積は２万 999

㎡、この古墳公園の 6,800 の横に２万どん

だけの、今これから工事がかかる予算がつい
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ておるんですね。約２億ほどかけてパークゴ

ルフ場ができるんですね。私はここに、この

20 年も経ったんだからそろそろあそこをフ

ラットな公園にしてイベントなどに使う。子

供たちがあそこで、鳥屋の古墳公園へ時たま

行くと若いお母さん方が子供たちをのびのび

と走らされとるわいね。そういうことを思っ

たらあそこをフラットにすれば 6,500 ほど

の芝生広場ができるんですよ。そしてあそこ

に子供の広場まぼろし城という城があるわい

ね。遊具あるんですね。あそこへ連れてきて、

そこの面積が広くなればラピアには図書館が

あるんですよね。あの周りにはご存知のとお

り、周辺にはショッピングするモールがある

んですよね。そうすると、ここに何かの大会

や子供たちがする時になったら、まだ小さい

子供さんたちがしている間に、ショッピング

にお母さん方が行かれたり、図書館へ行かれ

たり、いろいろなことができるんですよね。

そういう私には思いがあるんです。あそこは

広くてのびのびさせて、そこにサッカー、子

供のサッカー、子供専用の広場、子供たち専

用の広場ということで大人はダメだというこ

とです。そういう広場にしたらどうかなとい

うことで整備をすればどうかということで、

そうすればまだまだ活用されるんじゃないか

という思いで今日は質問しとるんです。町長

はいろいろな方とこれから協議して、検討さ

れるということですから、諏訪さんの 12 月

にも検討すると。今度はいろいろの方を入れ

て検討するということを言われました。そこ

におる各執行部の皆さん方もその中に入って

する時には、自分の思いも今日言われました

ので、是非、レクトピアパークを再整備して、

多目的広場として、西側ばっかりよーなった

と、東側はあの町長は融和ということを言っ

ていたはずながにその融和を忘れとらんない

かという声のないようにしっかりと整備して

いただくことを言って私の質問をこれで終わ

らさせていただきます。はいどうぞ、終わり

ます。

　◎議長不信任動議
○13番（田中治夫議員）　議長、緊急動議。

○議長（坂井幸雄議員）　着席してから。

○13番（田中治夫議員）　提出を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　はい。

○13番（田中治夫議員）　よろしいですか。

○議長（坂井幸雄議員）　はい。

　　〔13番（田中治夫議員）登壇〕　

○13番（田中治夫議員）　ただ今、議長の方

から発言の機会をいただきました。内容は、

坂井議長の不信任決議案動議の提出でありま

す。

　動議の趣旨説明をいたします。

　坂井議長には就任来、もう 12 カ月目に入

りました。その間、坂井議長の言動の不信感、

そして坂井議長の指導力の不足、また、中能

登町議会の活性化への欠如、同じく中能登町

議会の改革への足らなさ。もう一つ、中能登

町議会のスムーズな運営への不足。

　以上申し上げ、趣旨説明といたします。

　なお、この動議への賛同議員は、作間議員、

上見議員、古玉議員、宮下議員、諏訪議員で

あります。

　以上申し上げ、趣旨説明といたします。

　どうぞ、議員各位のご理解、ご協力をお願

いを申し上げ、説明といたします。

○議長（坂井幸雄議員）　この後、議会運営

を協議するため、暫時休憩いたします。

午後３時 30分　休憩

午後４時 56分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

　本日の会議時間は、議事の都合によってあ

らかじめ延長します。

　ただ今、田中議員から議長不信任案の件を

審議をすることの動議が出ました。

　この動議は、１人以上の賛成者があります
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ので、成立しました。

 　日程の順序を変更して、追加日程第１と

して議長不信任案の件を審議することの動議

を議題として、採決します。

　この採決は、起立によって採決を行います。

　この動議により決定することに賛成の方の

起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、少数です。

　したがって、日程の順序を変更し、追加日

程第１として、議長不信任案の件を先に審議

することの動議は、否決されました。

　ここで、暫時休憩します。

午後４時 57分　休憩

午後４時 58分　再開

　◎散　　会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本日の日

程は終了いたしました。

　これをもって散会いたします。

午後４時 58分　散会
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平成23年６月21日（火曜日）

○出席議員（14名）
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　　４番　　諏　訪　良　一　　議員　　　　　11番　　岩　井　礼　二　　議員
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○説明のため出席した者

　　町　　　　長 杉　本　栄　蔵 税  務  課  長 吉　田　外喜夫

　　副　 町　 長 小　山　茂　則 参事兼農林課長 大　村　義　一
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○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　橋　本　教　示　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〃   　　　島　元　奈緒美

○議事日程 ( 第３号 )

　　平成 23 年６月 21 日　　午後３時開議

　日程第１　総務建設常任委員会委員長報告

　日程第２　教育民生常任委員会委員長報告

　日程第３　討論・採決

　　　　　　報告第２号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（中能登町原子力発電施設等立地地域の指定による町税の課税の特例

　　　　　　　　　　　　  に関する条例の一部を改正する条例について）

　　　　　　報告第３号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（中能登町国民健康保険条例の一部を改正する条例について）

　　　　　　報告第４号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）

　　　　　　報告第５号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（中能登町税条例の一部を改正する条例について）

　　　　　　報告第６号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町一般会計補正予算）

　　　　　　報告第７号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町老人保健特別会計補正予算）

　　　　　　報告第 ８号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算）

　　　　　　報告第 9号　専決処分の承認を求めることいついて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町介護保険特別会計補正予算）

　　　　　　報告第10号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算）
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　　　　　　報告第11号　専決処分を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町下水道事業特別会計補正予算）

　　　　　　報告第12号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算）

　　　　　　報告第13号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成22年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算）

　　　　　　報告第14号　平成22年度中能登町一般会計繰越明許費繰越計算書について

　　　　　　報告第15号　平成22年度中能登町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

　　　　　　報告第16号　平成22年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算

　　　　　　　　　　　　書について

　　　　　　報告第17号　平成22年度中能登町水道事業会計予算繰越計算書について

　　　　　　議案第30号　中能登町保健センター条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第31号　中能登町定住促進条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第32号　平成23年度中能登町一般会計補正予算

　　　　　　議案第33号　平成23年度中能登町介護保険特別会計補正予算

　　　　　　議案第34号　平成23年度中能登町下水道事業特別会計補正予算

　　　　　　議案第35号　平成23年度中能登町水道事業会計補正予算

　　　　　　請願第 4号　公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書提出の請願書

　　　　　　請願第 5号　国の教育予算を拡充することについて

　　　　　　（継続審査）

　　　　　　請願第３号　コメの戸別所得補償制度の見直しを求める意見書提出の請願

　日程第４　閉会中の継続調査
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午後３時 00分　開議

　◎開　　議
○議長（坂井幸雄議員）　ご苦労さまでござ

います。

　ただ今の出席議員数は 14 名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付したとお

りであります。

　◎委員長報告
○議長（坂井幸雄議員）　日程第 1 から日程

第２　各常任委員会委員長報告

　これより、本定例議会から付託をしており

ました、報告第２号から報告第 17 号までの

16 件、並びに議案第 30 号から議案第 35 号

までの議案６件、及び請願第４号から請願第

５号、（継続審査）請願第３号の請願の３件

を一括して議題といたします。

　以上の議案に関して、各委員会における審

査の過程及び結果について、各常任委員会委

員長の報告を求めます。

　総務建設常任委員会委員長　宮下為幸議員

　〔総務建設常任委員会委員長（宮下為幸議

員）登壇〕

○総務建設常任委員会委員長（宮下為幸議

員）　総務建設常任委員会における審査の経

過並びに結果について、報告をいたします。

　今定例会から付託を受けました報告 10 件、

議案３件については６月 14 日、執行部から

の説明を求め、慎重に審査をいたしました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、報告第６号　専決処分の承認につい

て（平成22年度中能登町一般会計補正予算）

では、ネットワーク機器工事事業で予定価格

に対して入札執行率 57％との説明を受けま

した。

　今後の機械トラブルやメンテナンス面等に

おけるしっかりした点検を図るように要望い

たしました。

　次に、除雪費では、国県支出金に 250 万

円を受けたにもかかわらず、除雪作業委託料

616 万円の減額の理由は何かとの質問に対

して、今年の冬、降雪量が例年以上に多かっ

たため、新たに国から補助金を受けた。また、

２月に 3,500 万円の増額補正した後、町内

一斉除雪１回分の委託料が残ったため減額し

た、との説明を受けました。

　次に、農業集落排水施設管理費で、節減に

よる浄化槽の光熱水費の減額は良いが、どの

ように節減をしたのかとの質問に、汚泥処理

用中継ポンプ２基のうちタイマーをセットし、

交互に稼働させたことによる効率効果による

ものと説明を受けました。

　次に、道路改良費の委託料 4,400 万円も

の増額補正であり、委託分を職員でできない

かとの質問に対しては、国庫補助金を受けて

おり専門的な技術を要する測量設計や舗装工

程の決定等専門業者に委託し、しっかりした

成果品を得るための委託であるとの説明を受

けました。

　以上、主な質疑の概要は申し上げたとおり

であります。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました報告 10 件につきましては、

いずれも全会一致で承認いたしました。

　また、議案３件については、いずれも全会

一致で可決いたしました。

　続いて、請願２件については、１件を全会

一致で可決し、継続審査１件を全会一致で不

採択といたしました。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。

　以上で、総務建設常任委員会での報告を終

わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、教育民生常

任委員会委員長　岩井礼二議員
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　　〔教育民生常任委員会委員長（岩井礼二

議員）登壇〕

○教育民生常任委員会委員長（岩井礼二議

員）　教育民生常任委員会における、審査の

過程並びに結果についてご報告いたします。

　今定例会で付託されました案件は、報告８

件、議案４件、請願１件であり、報告８件及

び議案４件については執行部から説明を求め、

慎重に審査をいたしました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、報告第６号　平成 22 年度中能登町

一般会計補正予算では、福祉医療費の補助費

について心身障害者医療費減額の要因はとの

問いに、心身障害者医療費については、実際

に医療機関へかかった方の金額により決定

したもので、平成 22 年度は前年度に比べる

と医療機関へかかった方が少なくなっており、

これは国保医療費においても同様であるとの

説明を受けました。

　次に、障害者福祉費の障害者ニーズ意向調

査業務について、どのような調査内容かとの

問いに、障害者ニーズ意向調査業務とは、平

成 23 年度において障害者基本計画及び障害

者福祉計画の見直しを行うため、障害者が必

要としているサービス要望及び提供すべき

サービスは何かを把握するための調査であり、

調査対象者は 1,277 人で、回答いただいた

のは 635 人であったとの説明を受けました。

　また、児童福祉総務費のひとり親家庭入学、

卒業支援金について、どのような方に援助し

ているのかとの問いに、ひとり親家庭入学、

卒業支援金については、片方の親の家庭にお

いて、対象児童生徒の小学校入学時、中学校

入学時、中学校卒業時に各１万円を支給して

いるもので、平成 22 年度については小学校

の入学で 15 人、中学校の入学で 19 人、中

学校の卒業で 19 人の対象者があったとの説

明を受けました。

　次に、環境衛生の環境汚染測定調査につい

て、放射線汚染も含まれているのか、またそ

のような要請があったのかとの問いに、平成

22 年度の環境汚染測定調査については、公

害防止法に基づく騒音や水質等の調査であり、

放射線等は含まれておらず、現在要請はない

が、今後考えていきたいとの説明を受けまし

た。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました報告８件はいずれも全会一

致で承認し、議案４件につきましても、いず

れも全会一致で可決いたしました。請願１件

につきましては、全会一致で採択といたしま

した。

　なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの「委員会審査報

告書」のとおりであります。

　以上で、教育民生常任委員会からの審査結

果の報告を終わります。

　◎質　　疑
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、各常任委

員会の委員長報告が終わりました。

　これより、委員長報告に対する質疑を行い

ます。

　質疑の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　質疑がないようで

あります。

　これで、質疑を終結します。

　◎討論・採決
○議長（坂井幸雄議員）　日程第３　討論・

採決

　これより、上程議案　報告第２号から報告

第 17 号までの報告 16 件、並びに議案第 30

号から議案第 35 号までの議案６件について、

討論を行います。

　まず、反対の討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま
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す。

　次に、賛成の討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　次に、採決を行います。

　報告第２号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町原子力発電施設等立地地

域の指定による町税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例について）

　報告第３号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険条例の一部

を改正する条例について）

　報告第４号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町国民健康保険税の条例の

一部を改正する条例について）

　報告第５号　専決処分の承認を求めること

について（中能登町税条例の一部を改正する

条例について）

　以上、報告４件について、採決を行います。

　お諮りします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり承認であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり承認する

ことに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、報告第２号から報告第５号の報告

の４件は、原案のとおり承認されました。

　次に、報告第６号　専決処分の承認を求め

ることについて（平成 22 年度中能登町一般

会計補正予算）

　報告第７号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町老人保健特

別会計補正予算）

　報告第８号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町後期高齢者

医療特別会計補正予算）

　報告第９号　専決処分の承認を求めること

について（平成 22 年度中能登町介護保険特

別会計補正予算）

　報告第 10 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算）

　報告第 11 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算）

　報告第 12 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算）

　報告第 13 号　専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成 22 年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算）

　以上、８件について採決を行います。

　お諮りします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり承認であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり承認する

ことに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、報告第６号から報告第 13 号まで

の報告８件は、原案のとおり承認されました。

　次に、報告第 14 号　平成 22 年度中能登

町一般会計繰越明許費繰越計算書について

　報告第 15 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て

　報告第 16 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について

　報告第 17 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算繰越計算書について

　以上、報告４件について採決を行います。

　お諮りします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり承認であります。
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　本件は、各委員長の報告のとおり承認する

ことに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、報告第 14 号から報告第 17 号ま

での報告４件は、原案のとおり承認されまし

た。

　次に、議案第30号　中能登町保健センター

条例の一部を改正する条例について

　議案第 31 号　中能登町定住促進条例の一

部の改正する条例について

　以上、議案２件について採決を行います。

　お諮りします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 30 号から議案第 31 号ま

での議案２件は、原案のとおり可決されまし

た。

　次に、議案第 32 号　平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算

　議案第 33号  平成 23年度中能登町介護保

険特別会計補正予算

  議案第 34号　平成 23年度中能登町下水道

事業特別会計補正予算

  議案第 35号　平成 23年度中能登町水道事

業会計補正予算

　以上、議案４件について採決を行います。

　お諮りします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 32 号から議案第 35 号ま

での議案４件は、原案のとおり可決されまし

た。

　続いて、請願第４号から請願第５号まで、

及び継続審査、請願第３号の請願について、

一括して討論を行います。

　まず、反対討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、賛成討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　これより、採決をします。

　請願第４号　「公立学校施設における防災

機能の整備の推進を求める意見書提出の請願

書」を採決します。

　お諮りします。

　本件に対する委員長報告は、原案のとおり

採択であります。

　この請願を採択とすることに、賛成の方の

起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、請願第４号は、原案のとおり採択

することに決しました。

　続いて、請願第５号　「国の教育予算を拡

充することについて」の採決をします。

　お諮りします。

　本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り採択であります。

　この請願を採択することに賛成の方の起立

を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。
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　よって、請願第５号は、原案のとおり採択

とすることに決しました。

　続いて、（継続審査）請願第３号　「コメの

戸別所得補償制度の見直しを求める意見書提

出の請願」を採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、不採択であ

ります。

　この請願を不採択とすることに、賛成の方

の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立多数でありま

す。

　よって、請願第３号は、不採択とすること

に決しました。

　◎追加日程１
○議長（坂井幸雄議員）　お諮りします。

　ただ今、杉本町長より、議案第 36 号　工

事請負契約の締結について、議案第 37 号　

工事請負契約の締結について、議案第 38 号

　工事請負契約の締結について、同意第２号

　教育委員会委員の任命についての議案３

件、同意１件を提出されました。

　これを日程に追加し、日程の順序を変更

し、直ちに議題としたいと思います。

　これに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　議案第 36 号から議案第 38 号及び同意第

２号を日程の順序を変更し、直ちに議題とす

ることに決定しました。

　議事日程表を配布しますので、暫時休憩し

ます。

午後３時 24分　休憩

午後３時 25分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　追加日程１　日程第１を議題とします。

　町長より提案理由の説明を求めます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　本日、追加提案いたしまし

た議案第 36 号から議案第 38 号につきまし

て、その概要をご説明いたします。

　議案第 36 号は、平成 23 年度上水道施設

統合整備事業水圧適正化整備工事（１工区）

請負契約の締結についてであります。

　水圧適正化整備工事につきましては、６月

14 日に事後審査型制限付一般競争入札を執

行した結果、6,205 万 5,000 円で株式会社

豊蔵組能登営業所に落札が決定し、仮契約の

締結をいたしたものです。

　この工事は、久江地区から能登部上地区へ

の管渠布設工事で、長曽川の推進工事及び立

坑工事が主な工事です。

　次に、議案第 37 号は、平成 23 年度社会

資本整備総合交付金事業鹿島中部処理区第２

汚水幹線管渠布設工事 23 － 1 工区請負契約

の締結についてであります。

　鹿島中部処理区第２汚水幹線管渠布設工事

につきましては、６月 14 日に事後審査型制

限付一般競争入札を執行した結果、8,505 万

円で日本海建設株式会社中能登営業所に落札

が決定し、仮契約の締結をいたしたものです。

　この工事は、統合中学校及び周辺の汚水を

鹿島中部クリーンセンターへ送るための管渠

布設工事であります。

　次に、議案第 38 号は、平成 23 年度統合

中学校敷地造成２期工事請負契約の締結につ

いてであります。

　統合中学校敷地造成工事につきましても、

６月 14 日に事後審査型制限付一般競争入札

を執行した結果、１億 6,485 万円で日本海

建設株式会社中能登営業所に落札が決定し、

仮契約の締結をいたしたものです。

　統合中学校建設予定地における第２期分の

造成工事であり、主にグラウンド部分につい
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て行われるものであります。

　いずれも関係法令の規定により議会の議決

を求めるものです。

　次に、同意第２号は、教育委員会委員の任

命についてであります。

　今回、現教育委員会委員の、羽坂５部 78

番地町駒惠子氏が、来る６月 29 日をもって

任期満了となりますので、改めて町駒惠子氏

を任命いたしたいと存じ、関係法令の規定に

基づき議会の同意を求めるものであります。

　以上、本日追加提案いたしました議案につ

き、ご説明申し上げましたが、議員各位にお

かれましては、慎重なるご審議のうえ、適切

なるご同意を賜りますようお願いをいたしま

して提案理由の説明を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　町長の提案理由の

説明が終わりました。

　これより、議案第 36 号から議案第 38 号

について、質疑を行います。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　続いて、採決を行います。

　議案第 36 号　平成 23 年度上水道施設統

合整備事業水圧適正化整備工事（１工区）請

負契約の締結について、採決します。

　お諮りします。

　議案第 36 号は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 36 号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 37 号　平成 23 年度社会資

本整備総合交付金事業鹿島中部処理区第２汚

水幹線管渠布設工事 23 － 1 工区請負契約の

締結について、採決します。

　お諮りします。

　議案第 37 号は、原案のとおり決すること

に賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 37 号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 38 号　平成 23 年度統合中

学校敷地造成２期工事請負契約の締結につい

て、採決します。

　お諮りします。

　議案第 38 号は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 38 号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、同意第２号　中能登町教育委員の選

任についてであります。

　本案は、人事案件であり、先に議員各位の

ご理解を得ておりますので、質疑、討論を省

略し、直ちに採決したいと思います。

　これに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決

することに決しました。

　お諮りします。

　同意第２号　中能登町教育委員の選任につ

いては、原案のとおり同意することに、ご異

議ございませんか。
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　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、同意第 1 号は、原案のとおり同

意することに決定しました。

　◎追加日程２
○議長（坂井幸雄議員）　お諮りします。

　ただ今、提出者　宮下為幸議員ほか賛成者

６名から、発議第３号　公立学校施設におけ

る防災機能の整備の推進を求める意見書、提

出者　岩井礼二議員ほか賛成者５名から、発

議第４号　国の教育予算の拡充を求める意見

書

　以上、発議２件が提出されました。これを

日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに

議題としたいと思います。

　これに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　発議第３号及び発議第４号を、日程の順序

を変更し、直ちに議題とすることに決定しま

した。

　議事日程を配付しますので、暫時休憩しま

す。

午後３時 34分　休憩

午後３時 35分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　追加日程２　日程第１　発議第３号を議題

とします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕

○５番　宮下為幸議員　ただ今、上程されま

した意見書については、その概要を以下朗読

し、趣旨説明に代えさせていただきます。

　公立学校施設における防災機能の整備の推

　進を求める意見書

　これまで公立学校施設は大規模地震や豪雨

等の非常災害時には地域住民の防災拠点とし

て中心的な役割を担ってきました。

　この度の東日本大震災においても、多くの

被災住民の避難場所として利用されるととも

に、必要な情報を収集また発信する拠点にな

るなど様々な役割を果たし、その重要性が改

めて認識されています。しかし一方で、多く

の公立学校施設において、備蓄倉庫や自家発

電設備、緊急通信手段などの防災機能が十分

に整備されていなかったため、避難所の運営

に支障をきたし、被災者に不便な避難生活を

余儀なくされるなどの問題も浮き彫りになり

ました。こうした実態を踏まえ、現在、避難

所として有すべき公立学校施設の防災機能の

在り方について、様々な見直しを求められて

います。

　政府は、公立学校施設の学校耐震化や老朽

化対策等については、地方自治体の要望に応

え、毎年予算措置等を講ずるなど、積極的な

推進を図っていますが、本来これらの施策と

並行して全国的に取組まなければならない防

災機能の整備向上については、十分な対策が

講じられていないのが実情です。

　よって、政府におかれては、大規模地震等

の災害が発生した際、公立学校施設において、

地域住民の「安全で安心な避難生活」を提供

するために、耐震化等による安全性能の向上

とともに、防災機能の一層の強化が不可欠で

あるとの認識に立ち、以下の項目について、

速やかに実施するよう強く要望します。

記

一、公立学校施設を対象として、今回の東日

　本大震災で明らかになった防災機能に関す

　る諸問題について、阪神淡路大震災や新潟

　県中越沖地震など過去の大規模災害後にお

　ける事例も参考にしつつ、十分な検証を行

　うこと。

一、公立学校施設を対象として、避難場所と
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　して整えるべき、必要な防災機能の基準を

　作成するとともに、地方公共団体に対し、

　その周知徹底に努め、防災機能の整備向上

　を促すこと。

一、公立学校施設を対象として、防災機能の

　整備状況を適宜把握し、公表すること。

一、公立学校施設の防災機能を向上させる先

　進的な取組み事例を収集し、様々な機会を

　活用して地方公共団体に情報を提供するこ

　と。

一、公立学校施設の防災機能向上に活用でき

　る国の財政支援制度に関して、地方公共団

　体が利用しやすいよう、制度を集約し、窓

　口を一元化すること。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 23年６月 21日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第３号について、質疑を行い

ます。

　質疑の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　続いて、採決を行います。

　発議第３号　公立学校施設における防災機

能の整備の推進を求める意見書を採決しま

す。

　お諮りいたします。

　発議第３号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　よって、発議第３号は、原案のとおり可決

されました。

　追加日程２　日程第２　発議第４号を議題

とします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　11番　岩井礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕

○11番　岩井礼二議員　ただ今、上程されま

した意見書については、その概要を以下朗読

し、趣旨説明に代えさせていただきます。

　国の教育予算を拡充することを求める意見

　書

　子供たちに豊かな教育を保障することは、

社会の基盤づくりにとって極めて重要なこと

から「教育は未来への先行投資」であること

が多くの国民の共通認識となってきました。

　現在の子供たちは、様々な価値観や個性・

ニーズを持っており、一人一人の子供に丁寧

な対応を行う必要があり、保護者もそれを

望んでいます。その願いを受け、２年連続

で教職員の純増が実現し、2011 年度からは

30 年ぶりに学級編成基準が改められ小学１

年生に 35 人学級が導入されました。今後も

OECD 加盟国並みの教育環境・教育配置をめ

ざし、標準定数法の改正等、国の財政負担と

責任で少人数の学級編成を推し進めていくこ

とが必要です。

　こうした観点から、2012 年度政府の概算

要求に向けて次の事項の実現について要請い

たします。

記

１．OPEC 諸国並みの、ゆたかな教育環境を

　整備するため、30 人以下学級を推進する

　こと。

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはか

　るため、義務教育費国庫負担制度の拡充を
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　図ること。

３．校舎の耐震化、教材備品・修繕費等、学

　校教育環境の整備充実に必要な予算措置を

　行うこと。

４．子供と向き合える時間の確保ができるよ

　う、教職員の定数改善を行うこと。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 23年６月 21日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第４号について、質疑を行い

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　続いて、採決を行います。

　発議第４号　国の教育予算の拡充を求める

意見書を採決します。

　お諮りします。

　発議第４号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立全員でありま

す。

　発議第４号は、原案のとおり可決されまし

た。

　◎閉会中の継続調査
○議長（坂井幸雄議員）　日程第４　閉会中

の継続調査

　閉会中の継続調査についてを議題とします。

　ただ今、議会運営委員会委員長及び総務建

設常任委員会委員長、教育民生常任委員会委

員長、行財政改革特別委員会委員長、中能登

町統合中学校建設特別委員会委員長から会議

規則第 75 条の規定により、議会運営委員会

の閉会中の所掌事務調査、各常任委員会、特

別委員会の閉会中の所管の事務調査のため、

閉会中の継続調査の申し出があります。

　お諮りいたします。

　各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、各委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定しました。

　◎閉議・閉会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本議会に

付議されました議案の審議は、すべて終了い

たしました。

　これをもって、平成 23 年中能登町議会定

例会を閉会いたします。

　ご苦労さまでございました。

午後３時 46分　閉会
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